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議    長  ご起立願います。おはようございます。 

議    長  ただいまから平成２５年３月川棚町議会定例会を開会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

 

議    長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員

は会議規則第１２５条の規定によって、堀田一德議員及び三岳昇議員を指名

します。 

 

議    長  次に、日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、お手元に配布しております会期日程案

のとおり、本日から３月２５日までの２０日間にしたいと思いますが異議あ

りませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって本定例会の会期は、本日から

３月２５日までの２０日間と決定しました。なお、会期日程及び議事日程に

つきましては、お手元に配布のとおりであります。 

 

議    長  次に、日程第３、諸般の報告を行います。 

  去る１月２７日に、今年も平成２５年東京川棚会が開催をされております。

詳しくは広報かわたな３月号に掲載をしてありますので省略を致します。  

  次に２月１９日に第６４回長崎県町村議会議長会定期総会が長崎市で開催

されました。総会に先立ち、自治功労者への表彰が行われ、本議会より私が

表彰を受けております。その後、議事に入り、平成２３年度の決算承認と平

成２５年度事業計画ならびに予算の決定と総会決議を行っております。同日、

長崎県市議会町村議会議長会合同協議会が開催され、長崎県議会の議会改革

について、主に通年議会の取り組みについて県議会の正副議長より講演が行

われております。 

  次に２月１８日に長崎県後期高齢者医療広域連合議会、平成２５年第１回

定例会が長崎市で開催され、平成２４年度の各会計の補正予算、条例の一部
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改正４件、平成２５年度各会計予算を決定し、２名の一般質問が行われ閉会

を致しております。その他、諸報告につきましては、お手元に配布した議長

諸報告が１２月定例会以降、主に私が出席した会議であります。  

  その他、お手元に配布しておりますとおり、監査委員から平成２４年度１

１月分、１２月分及び１月分の例月現金出納検査の結果に関する報告書及び

平成２４年度定期監査報告書が提出をされておりますので、後ほどご一読を

願います。以上で、私からの報告を終わります。 

 

議    長  次に、日程第４、施政方針説明を行います。町長から施政方針

説明の申し出がありましたので、これを許可します。 

町    長  皆様、おはようございます。本日ここに平成２５年川棚町議会

３月定例会を召集致しましたところ、議員の皆様方におかれましてはご健勝

にてご出席を賜り、定刻開会をいただきまして、誠にありがとうございます。 

  平成２５年度の各会計予算をはじめ、条例の制定と一部改正、その他の議

案をご審議いただくにあたり、町政運営についての所信と新年度施策につい

ての説明を申し上げます。 

  さて、我が国の景気につきましては、「弱い動きとなっているが、一部に

下げ止まりの兆しも見られる」とされており、２月の月例経済報告において

は、「景気は一部に弱さが残るものの、下げ止まっている」とされておりま

す。長崎県内の景気につきましては、「弱含んでいる」とされているほか、

「昨年１２月の有効求人倍率は、前月と同じ０．６５倍と、依然として厳し

い雇用、所得環境が続いている」とされております。 

  このような状況の中、国の平成２５年度予算編成の基本方針が１月２４日

に、また平成２５年度予算の政府案が同月２９日にそれぞれ閣議決定されま

したので、これを受け、本町の一般会計等の新年度予算を編成したところで

ございます。予算編成にあたりましては、町税収入の伸び悩みや、地方交付

税、各種譲与税等の十分な増収を見込むことができませんでしたので、その

ような中、民生費、商工費ならびに土木費の増加などに対応しなければなら

ないことから、大変厳しいものになっております。 

  しかし、国の公共事業に対する積極的な施策の展開を受け、その対応や国

体開催に向けての関連費用の増加など、積極的な予算編成となっております。 
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  また、国の平成２４年度補正予算第１号につきましては、可能な限り平成

２４年度補正予算に組み込み、新年度予算と一体的に事業を展開することと

致しております。なお、観光施設の管理費等に関しましては、観光施設事業

特別会計を創設し、その内容を独立させ明確にしたところであります。  

  新年度におきましても、新たなまちづくりの指針を定めた第５次川棚町計

画に沿って、まちづくりの将来像である「自然を愛しくらし輝くまち」の実

現を目指し、「あなたが主役の町政を」のスローガンのもと、町民の皆様の

ご意見やご要望を聴きながら、各分野における具体的施策を積極的に展開し

ていく所存であります。それでは、主な施策について、川棚町総合計画の５

つの基本理念に沿ってご説明を申し上げます。 

  １、健やかで安心して暮らせるまちづくり。 

  福祉環境の充実につきましては、地域見守りネットワーク体制の整備を図

り、援助を必要とする方々への情報伝達手段や避難体制を構築し、災害発生

時に適切な支援が行えるよう、平常時からの支援体制の充実に努めます。こ

れまで以上に地域の安全、安心体制を強化することができるよう努めてまい

ります。 

  障害者福祉の充実につきましては、障害者総合支援法の施行が４月１日と

なっており、地域生活支援事業として、障害者制度普及啓発講演会、市民後

見人養成講座の開催などを計画しております。 

  また、受給者数、受給件数の自然増、２４年度のサービス給付費の改定、

報酬改定などによる影響から、障害福祉サービスにかかる給付費を増額計上

し、充実を図ることとしております。 

  子育て支援の充実につきましては、保育所の第二子無料化制度と乳幼児の

おむつ処理用ごみ袋無償配布を継続するなど、さらに努力をしてまいります。 

  小串保育所の民営化につきましては、新年度からの移行に向けて事務を進

めてまいりましたが、平成２５年４月１日付けで社会福祉法人サルビア福祉

会に対し、長崎県の保育所設置認可が下りましたので、移行についての事務

手続きが全て整ったところであります。今後は、民間保育園として運営され

ることにより、子育て支援のさらなる充実につながるものと期待を致してお

ります。 

  保健、医療環境の充実につきましては、住民の健康増進を願い、特定健康
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診査、特定保健指導で生活習慣病を予防し、がん検診等各種検診事業におい

て疾病の早期発見、早期治療に結びつけるとともに、予防接種事業等に取り

組んでまいります。なお、国民健康保険事業、介護保険事業につきましても、

これまで同様、安定的な運営に努めてまいります。 

  また、地域福祉、高齢者福祉、障害者福祉の充実に努め、高齢者や障害を

持った方々が生きがいを持って暮らせるまちづくりに努めてまいります。  

  ２、快適で安全な暮らしを支えるまちづくり。 

  交通、情報ネットワークの整備につきましては、幹線道路や生活道路の整

備が重要であり、町道東臨港線の拡幅改良工事、歩道新設工事を行ってきま

したが、引き続き社会資本整備総合交付金を活用し、実施することとしてお

ります。また、新たに町道上組西部線の測量設計業務にも着手するように致

しております。 

  公共交通システムの構築につきましては、乗合タクシーの実現に向けて努

力してまいりましたが、本町の地形的な条件や既存の公共交通の事情などか

ら、実現までに至りませんでした。 

  新たに高齢者に優しいまちづくりの一環として、タクシー利用を助成する

方策の活きいきタクシー助成制度を創設致しております。この制度は、これ

まで調査研究してきました公共交通システムを補完する制度と捉えておりま

す。 

  快適で住み良い環境づくりには、上下水道の整備が不可欠であります。木

場地区簡易水道事業におきましては、安定的な事業運営に努めてまいります。

加えて、上水道の第７次拡張事業におきまして、山道浄水場の整備に引き続

き努め、これまで以上に安全でおいしい水の安定供給に努めてまいります。 

  公共下水道の整備につきましては、現在の事業認可区域の整備率が、平成

２５年度末で１００％となることから、変更認可において整備区域を拡大し

ましたので、東小串地区の一部、西小串地区の一部及び惣津地区の汚水管渠

工事へ着手するために、当該地区の実施設計業務に取りかかることと致して

おります。 

  また、環境保全と美しい景観づくりにおける公園、緑地の整備につきまし

ては、川棚港環境整備事業に係る埋立工事が完了の段階となっており、当初

計画のとおりスポーツ施設の整備について、これまで以上に強く県に要望し
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ていきたいと考えております。 

  安全、安心の確保につきましては、農村災害対策整備事業について、国の

平成２４年度補正予算第１号を活用し、防災無線の更新と緊急避難路整備、

上組棚尾線などの工事を実施することと致しております。 

  消防体制の整備では、分団に配置しております消防ポンプ車を新年度も引

き続き有利で有効な起債制度を活用し、更新するよう計画致しております。 

  ３、豊かな人間性、魅力ある生活文化を育むまちづくり。  

  豊かな人間性、魅力ある生活文化を育むまちづくりにつきましては、学校

教育や社会教育の充実を図り、スポーツ、レクリエーション活動の振興に努

めてまいります。 

  昨年は、新たに制定されたスポーツ基本法に基づき、スポーツ表彰規則を

制定し、全国大会で優勝した子ども達を表彰したところであります。今後も

川棚町の子ども達が全国大会等で活躍されるよう支援することとし、表彰の

所要額を計上致しております。 

  学校施設の整備につきましては、小串小学校プール改築工事、川棚小学校

と川棚中学校の職員室空調改修工事を予定しているところであります。  

  大崎自然公園交流広場につきましては、ホッケー競技以外にもグラウンド

ゴルフやフットサルにも活用していただくことで、くじゃく荘やしおさいの

湯との連携を図ることと致しております。そのために着地型施設利用プラン

造成支援事業を実施し、スポーツ、レクリエーションをテーマにスポーツ交

流人口拡大確立支援事業の事業メニューについて定着拡大を図るとともに、

交流人口の拡大を目指すこととしております。 

  ４、活力とにぎわいのあるまちづくり。 

  活力とにぎわいのあるまちづくりにつきましては、農林水産業の振興や商

工業、観光の振興が重要な課題であり、全力で取り組んでまいります。  

  昨年１０月に開催された、第１０回全国和牛能力共進会では、我が町で育

てられた長崎和牛が日本一に輝くなど、優秀な成績を収め、町民の皆様に大

きな喜びと感動を与えていただいたところであります。 

  川棚町の農業行政に輝かしい１ページを加えていただき、関係者の皆様の

ご努力に改めて敬意を表する次第であります。今後は、「日本一の和牛の産

地川棚町」を全国に向けＰＲするとともに、品質の高い長崎和牛の生産拡大



- 9 - 

など、肉牛の生産振興にも一層力を入れていきたいと考え、所要額を計上致

しております。 

  農林水産業の振興の一つとして、農村災害対策整備事業の実施をいたしま

すが、この事業につきましても、国の平成２４年度補正予算第１号の関係か

ら、平成２４年度第４回補正で事業費等を計上したところであり、県営事業、

丸堤の改修と団体営事業、防災無線棚尾線の工事を実施することと致してお

ります。 

  また、県営事業の基幹農道川棚西部地区につきましては、国の平成２４年

度補正予算第１号により、２５年度の事業量も確保されておりまして、平成

３０年度完成を目指して、鋭意努力されております。町民皆様方の期待も大

きく、事業が円滑に推進しますよう用地等を提供していただく関係者及び地

域の皆様方の御協力をよろしくお願いを申し上げます。 

  水産業の振興につきましては、引き続き、漁村再生交付金事業におきまし

て、三越漁港を整備することと致しております。 

  商工業の振興につきましては、まずは川棚町の顔である駅前商店街、栄町

商店街の活性化が、すなわち、町の活性化につながるものと考えております。 

  平成２３年度から栄町自治会と商店主が中心となって開催されております

「１００縁翔店街」事業は、大いに賑わいを見せておりますので、今後のま

すますの発展を期待し支援を行ってまいります。 

  雇用の拡大や定住人口の増加を図るためには、企業誘致が喫緊の課題であ

ります。これまでも川棚町企業立地推進本部を中心に、県の企業振興立地推

進本部との連携を図り、積極的に取り組んでまいりましたが、新年度からは

専任の係を設け、強力に推進してまいりたいと考えております。  

  観光事業につきましては、これまで長崎県立大学及び長崎国際大学との連

携により、活性化を図るための方策について調査研究を行ってまいりました

が、その結果に基づいて、今後、観光協会と協議を行いながら事業を展開し

ていくことと致しております。 

  各地区の環境整備につきましては、協働のまちづくり懇談会等を通じて、

たくさんのご要望をいただいておりますので、財政状況が厳しいところでは

ありますが、積極的に取り組んでいくことと致します。 

  ５、住民と行政がともに歩むまちづくり。 
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  協働によるまちづくりを推進するためには、住民と行政との情報、意識の

共有化を図ることが重要でありますので、地区や団体の要請を受け、協働の

まちづくり懇談会を実施してきたところであります。今後も積極的に開催し

ていくことと致しております。 

  効率的、効果的な行財政運営を行うためには、財政の健全化に意を用いて

きておりますが、これまで町の借金である町債の借入を極力抑制してきてお

ります。新年度予算におきましては、起債発行を３億９,９４０万円と見込み、

２５年度末の起債残高を６１億３,５７９万円と見込んでおります。今後も健

全財政運営に努めてまいります。 

  長年の懸案事項であります石木ダム建設につきましては、現在、国に事業

認定が申請されておりますが、九州地方整備局で公益性が審査され、行政処

分が行われる予定となっております。 

  また、県では、国から要請がありましたダム事業の検証に関しまして、事

業を継続するとの対応方針を決定し、平成２３年７月に国に報告されており

ます。 

  国においては、県が提出した対応方針に至る検討手順や手法の審査を行い、

有識者会議の意見聴取が行われ、平成２４年６月に最終的な判断がなされ、

「補助金交付を継続する」とする事業継続の対応方針が決定されたところで

あります。一方、事業認定の手続きについては、九州地方整備局の主催によ

ります公聴会が、３月２２日と２３日に川棚町公会堂で開催されることとな

っております。その後、国の第三者機関であります社会資本整備審議会で審

議され、認定の是非が判断されるものと思われます。したがいまして、今は

その推移を見守る時期だと思っております。いずれに致しましても、反対さ

れている地権者と起業者との話合いが円満に行われ、事業が推進されるよう、

期待をしているところであります。 

  つづきまして、平成２５年度予算と具体的施策等について説明致します。  

  平成２５年度予算の概要でありますが、一般会計におきましては、前年度

比４．３％増の総額５５億１,７００万円となっております。 

  これは、民生費、商工費、土木費の伸びに伴って増額となったものであり

ます。 

  まず、歳入でありますが、町税では個人町民税においては、前年度の当初
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予算の見積もりの折、年少扶養控除制度の廃止による増収を少なく見積もっ

ていた経過もあり、前年度の決算見込みから推計し、前年度比５．１％増、

４億７,４２１万円と見込んでおります。なお、固定資産税は、土地の地価下

落の影響により減少致しますが、町税全体では１．０％増の微増となってお

ります。 

  国庫支出金の増加につきましては、障害者自立支援費負担金が、障害福祉

サービス事業費の伸びにより、民生費国庫負担額が増加することや、社会資

本整備総合交付金の伸びによる土木費国庫補助金の増加によるものでありま

す。 

  県支出金の増加につきましては、障害者自立支援費負担金の伸びによる民

生費県負担金が増加したことや、農林水産業費県補助金のイノシシ緊急特別

対策事業、園芸ビジョン２１対策事業にかかる補助金の増加によるもの及び

漁村再生交付金事業費補助金の増加によるものなどであります。  

  地方交付税のうち普通交付税は、地方財政計画が示されていない状況での

予算編成となりましたので、平成２４年度決算見込みを参考とし、前年度同

額を見込み計上致しております。なお、町債につきましては、財政上の収入

と支出の年度間調整、住民負担の世代間の公平を確保するための調整を念頭

に、交付税措置があるものや、臨時財政対策債を基本に、前年度比９０．５

％の３億９,９４０万円を計上致しております。起債残高の圧縮に今後も努力

し、健全財政運営に意を用いてまいりたいと考えております。  

  一方、歳出におきましては、大きく占める１９節負担金補助金及び交付金

の増加をはじめ、１５節工事請負費、２０節扶助費も増加致しております。 

  このことにつきましては、障害者福祉サービス事業費、社会資本整備総合

交付金事業費の増加、漁村再生交付金事業の工事にとりかかることによるも

のであります。 

  つづきまして、個別の具体的な施策についてご説明致します。  

  ２款総務費における主な事業としては、長崎がんばらんば国体の開催に向

けた国体事業費４,０８０万７千円、活きいきタクシー助成事業費１,６７８

万円７千円、参議院議員通常選挙、長崎県知事選挙にかかる所要額１,３１０

万円を計上しております。 

  長崎国体につきましては、現在、実行委員会を中心に準備を進めており、
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平成２５年度では、リハーサル大会として全日本社会人ホッケー選手権大会

の開催に向け、必要な所要額を見込み計上致しております。全国から来町さ

れる選手の皆様を町民皆様と温かいおもてなしの気持ちでお迎えし、川棚町

のＰＲをしていくこととしております。 

  ３款民生費においては、平常時あるいは災害時における要援護者の支援を

行うための地域支え合い事業費に２３９万３千円、児童福祉における子育て

支援として、出生時から３歳到達までの乳幼児に対する紙おむつ処理用ごみ

袋の無償配布の経費を計上致しております。また、児童手当にかかる経費と

して、総額２億５,５３７万９千円の扶助費を計上致しております。 

  ４款衛生費における事業と致しましては、子宮頸がんの予防ワクチンをは

じめとする予防接種事業費に３,８６３万９千円を計上しているほか、健康教

育、健康診断等の町民の健康増進のための経費として、４目健康増進費に３,

４８０万２千円を計上致しております。 

  子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン接種に

ついては、定期予防接種となることから、その所要額を計上しております。

なお、子宮頸がん予防ワクチン接種につきましては、新年度は中学１年生が

対象となっております。新年度から実施を計画しております、しおさいの湯

健康いきいき利用券交付事業（仮称）につきましては、町民の健康保持と町

民相互のふれあいを図り、福祉増進に寄与するものとして、しおさいの湯の

無料券を交付することとし、その所要額を計上致しております。  

  ５款労働費においては、県の緊急雇用創出特例基金事業費補助金を受け、

着地型施設利用プラン造成支援事業を実施し、大崎自然公園交流広場でのス

ポーツと観光の融合を図り、交流人口の拡大と活発化施策が展開できるもの

と期待をしております。 

  ６款農林水産業費においては、県営事業の基幹農道川棚西部地区につきま

しては、用地測量業務も終わり、新年度から用地買収と工事が予定されてお

ります。関係者の皆様の御協力をよろしくお願いをいたします。  

  ５目農地費は前年度よりも６,４７４万６千円減の１,８８８万８千円の計

上となっておりますが、国の平成２４年度補正予算第１号におきまして、県

営事業基幹農道川棚西部地区分、農村災害対策整備事業（団体営）（県営）

分が、大きく前倒しして対応できることとなり、平成２４年度一般会計補正
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予算に計上しておりますので、事業量は新年度も十分確保されております。 

  ７款商工費では、３目の観光費の予算額が前年度を大幅に上回る２億１ ,

５７９万４千円増の２億８,５１２万４千円となっております。これは、平成

２５年度から大崎公園、国民宿舎くじゃく荘、しおさいの湯の管理、改良に

要する所要額とその公債費については、特別会計を設けることとしており、

その繰出金２億７,１００万円を計上しておるところであります。なお、これ

まで５目企業立地振興費において予算措置をしておりました企業誘致施策の

所要額は、２款総務費へ組み替えを致しましたので廃目となっております。 

  ８款土木費については、住民生活に欠かせない生活道路の整備充実を図る

ため、２項道路橋梁費において、前年度よりも１億３５５万２千円増の２億

２,０１６万５千円を計上しております。これは、社会資本整備総合交付金事

業として、町道東臨港線歩道新設工事と麻生瀬橋橋梁長寿命化改修工事の工

事請負費及び町道上組西部線歩道設置工事にかかる調査測量業務と橋梁長寿

命化修繕計画策定業務にとりかかるための経費を計上していることによるも

のであります。 

  ９款消防費においては、広域常備消防等の負担金として、１億６,５１５万

１千円を計上しているほか、これまでに引き続き、消防ポンプ車の更新に要

する経費を計上致しております。 

  １０款教育費の主な事業としては、２項小学校費において老朽化した机、

椅子を教科書のＡサイズ移行に対応した規格のものに更新するための経費、

川棚小学校屋外運動場遊具改修工事、空調改修工事などを予定しており、３

項中学校費においては、屋外運動場遊具改修工事、職員室の空調改修工事な

どを予定致しております。 

  また、町立学校において、発達障害や不登校の児童生徒の対応に教職員も

大変苦慮されているため、スーパーバイザー臨床心理士を雇用し、引き続き

適正な指導をいただくよう所要額を計上致しております。 

  １２款公債費においては、これまで観光施設にかかる所要額を計上してお

りましたが、観光施設事業特別会計に計上したことにより減少しており、前

年度よりも１億２,５８３万２千円減の６億１,７３５万３千円となっており

ます。 

  県営事業負担金につきましては、経営体育成基盤整備事業の基幹農道川棚
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西部地区、農村災害対策整備事業、県道大崎公園線改良事業、臨港道路照明

整備事業、白石地区ボートパーク整備事業が予定されており、事業費に対応

した地元負担金を計上しているところであります。また、平成２５年度に予

定をしておりました農村災害対策整備事業、防災無線、小串小学校プール改

築工事、町道三越線道路改良工事、町道中小串線改良工事、公共下水道雨水

対策事業につきましては、地域の元気臨時交付金を活用するよう２４年度補

正予算で計上致しております。繰越事業となりますが、平成２５年度の事業

と一体的に進めていくことと致しております。なお、先程も申し上げました

が、各地区よりご要望をいただいております環境整備につきましては、地域

の発展や地元経済の活性化につながるよう、最大限努力し予算措置を致して

おります。 

  新年度も明るく元気のあるまちづくりのために、職員と力を合わせて全力

で取り組んでまいりますので、議員各位ならびに町民皆様方のご支援、御協

力をよろしくお願い致します。 

  なお、一般会計、特別会計及び企業会計の予算額は別表のとおりでありま

す。 

  以上で、町政運営についての所信と、平成２５年度予算の概要についての

説明を終わらせていただきます。 

  次に、本定例会においてご審議をお願い致します案件は、人事案件１件、

平成２４年度一般会計補正予算（第４回）のほか、６つの特別会計補正予算、

条例制定６件、条例改正８件、町道路線の廃止及び認定、それぞれ１件、規

約の変更１件、平成２５年度の一般会計予算、各特別会計予算となっており

まして、提案件数は３３件であります。 

  議案の内容につきましては、提案の都度説明致しますので、ご審議の上ご

決定くださいますよう、よろしくお願いを致します。以上でございます。  

 

議    長  ここでしばらく休憩致します。 

 

（…休  憩…） 

 

議    長  休憩前に引き続き会議を開きます。 
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議    長  次に、日程第５、一般質問を行います。 

  本定例会での一般質問通告者は５人であります。これから通告順に質問を

許可します。堀田一德議員。 

４ 番 堀 田        議席番号４番、堀田一德です。通告文に従い質問を致します。  

  最初に、観光行政について、①長崎国体を控え、観光活性化に向けた取り

組みをどう考えているのか。②大学の調査研究報告が行われるが、どう活か

そうと考えているのか。また、今後も連携を考えているのか。③観光活性化

のための協議する機関を設置する考えはないか。④観光パンフレットが昨年

作成されています。その活用はどうしているのか。⑤片島の土地利用が一部

できることとなった。観光と結びつく利用方法をどう考えているか。  

  次に、企業誘致について、昨年８月の臨港道路の開通に伴い、周辺地域の

利便性が向上しました。新年度にあたり、企業誘致へ向けての積極的な姿勢

と施策の具体化が急務と考えます。次の三点について尋ねます。  

  ①新年度にあたって、企業誘致に対する取り組みは。②誘致するための用

地が必要と考えるが、その確保と対応策は。③誘致に関係する助成、減免等

の見直しは。 

  以上、質問を致します。 

町    長  ただいまの堀田議員の質問にお答え致します。 

  堀田議員からは、観光行政について、そして企業誘致についての質問をい

ただきましたが、いずれも町の活性化のための最重要課題だと捉えておりま

す。 

  最初に観光行政についてのご質問にお答え致します。長崎国体が平成２６

年秋に開催予定であり、本町でもホッケーの少年男女の競技が開催予定であ

ります。そこで現在、実行委員会を組織し準備をしているところであります。

そのような中、観光の活性化は本町の大きな行政課題であり、この課題解決

のために大学との連携事業の実施など、交流人口の拡大に向けた取り組みを

展開しているところであります。今年９月にはリハーサル大会として、２０

１３年度全日本社会人ホッケー選手権大会の開催が決定を致しております。

また、国体開催期間中には、選手を初め、関係者約６千人の来町者が予想さ

れることから、この機会を好期と捉え、観光活性化のためのスポーツ合宿事
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業の実施についてのＰＲなどを行っていくことに致しております。  

  ②についてでございますが、大学との連携による観光活性化のための調査

研究事業は、今年度が最終年度であり、その結果について長崎県立大学から

は報告をいただいており、具体的な施策についても提言をいただいていると

ころであります。また、国際大学につきましても、年度末までには報告をい

ただくことに致しておりますので、今後、内容を十分検討し、施策の展開を

図っていきたいと、このように考えております。また、今後についても連携

を考えているのかとのご質問でありますが、現時点では考えておりませんが、

諸施策を今後展開する場合には、協力をいただくことがあろうかと思ってお

ります。 

  ③についてでございますが、町独自で協議会を設置する考えはありません。 

  ④についてでございますが、観光パンフレットの活用方法についてのご質

問でありますが、現在、一番新しいパンフレットは、一昨年１０月に製作企

画コンペを行って業者を決定し作成したもので、使用期間を３年間という見

込みで３万部を作成したところでございます。活用方法についてであります

が、ＪＲ長崎駅の観光案内所、新鳥栖駅の観光案内所、高速道路九州道の主

要サービスエリアなどに設置をしたり、昨年の全国和牛能力共進会の会場で

の配布や、博多駅での手配りでの配布を致しており、川棚町のＰＲに努めて

おります。 

  ⑤についてでございますが、片島周辺については、戦争遺構として後世へ

伝えることを目的として購入したものであります。観光サイドとしても有力

な観光資源の一つとして位置づけており、この片島の戦争遺構を含めた町内

の同様な戦争遺構を観光のルートの一つとして設定できないか、現在、検討

を進めているところであります。 

  次に、企業誘致についてのご質問にお答え致します。企業誘致につきまし

ては、町の最重要課題の一つとして考えており、その誘致については積極的

に取り組んできたところでありますが、新年度からは新たに企業誘致の専門

の係を設置し、その推進について今まで以上に積極的に取り組むことに致し

ております。企業誘致の専門係を設置することで、今まで一番ネックとなっ

ていた工場用地の取得、確保の問題にも県の補助制度などの活用を検討し、

具体化に向けて検討することでウィークポイントの解消に努め、より現実的
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な工場誘致を推進することができると考えております。また、併せて確保す

る工場用地の規模に応じた助成制度などを検討することができることから、

さらに具体的なセールスが実施できると考えます。工場誘致の一連の事務に

つきましても、セールス活動にも人員を確保することができるため、よりき

め細やかな誘致活動が可能となります。さらに、新規の企業進出に対応する

だけでなく、既存の企業の対応にも、よりきめ細やかな対応ができるものと

期待を致しております。まずは工場用地の確保を図り、助成制度の充実や工

業用水の確保など、企業が進出したい環境を整え、県や県産業振興財団と、

さらには町の出身者などのネットワークなどをフルに活用することとして企

業誘致の実現を図ることと致しております。以上で答弁とさせていただきま

す。 

４ 番 堀 田        今、町長から観光活性化についての取り組みあたりが報告をな

されましたけれども、私なりに考えます観光活性化というのが、ＰＲの確保、

それから接待サービス、それから民間活力の条件ですね、それから交流の拡

大、交通アクセスの改善というふうに思っております。そういう中で、今報

告がありましたように、一番目は長崎国体を控えて観光活性化にどういった

方向でするかという質問をしたわけですけど、長崎国体の場合はですね、協

議会あたりを作ってされておりますので、そのへんには触れないと思います

けど、川棚町の観光活性化に対して、今の多目的交流広場あたりでスポーツ

交流を主体的にするという答えでございましたけど、他にはですね、いろい

ろなことを考えているということはあるんでしょうか。観光活性化に向けて

ですね。今の答弁では、その国体のことについてだけだったというふうに思

っているわけですけど、やはりもう少し観光活性化ということになると、も

う少し何か方法があると思うんですけど、例えばですね、旅行会社、旅行代

理店、そういったところを対象に、団体旅行商品を作ってくださったところ

に募集型企画旅行というふうなかっこうになるわけですけど、そういったと

ころにパンフレット等の製作及び配布、あるいは新聞等の公告、そういう旅

行実態に伴うような広告宣伝を行って、助成をして川棚町に来てもらうとい

う方法は考えられないのかですね、ちょっとお尋ねしたいと思います。  

町    長  お答えします。ただいま議員からは、長崎国体を控えてという

前提がありましたので、そこで長崎国体に向けて、こうこう考えているんだ
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という回答を申し上げたところでございます。それから、具体的な今ご提言

がありましたが、よく理解できませんでした。再度、お願い致します。  

議    長  堀田議員。通告制ですので、一問一答方式でやられていいです

ので、その１、２、３、４、５、それぞれについて論点を整理して質問をし

ていただければ答弁もしやすいかと思いますけども。 

４ 番 堀 田        先程は長崎国体を控えということでしたので、私がさっき言っ

たのは、観光活性化に向けた姿勢というかですね、取り組みはということで

お尋ねをしているわけですね。あくまでも長崎国体は国体でございます。だ

から協議会の中でお話をされていると思いますので、そちらの方にはあまり

協議会の中で話をされているということですのでしませんけど、観光活性化

に向けて一つの提案としてですね、そういった川棚町を対象にした団体旅行

商品とか、そういったものを計画する旅行代理店に対して、そういった助成

等、そういったことを考えて、もう少し川棚町をアピールして、旅行代理店

を含めて川棚町にお客さんが来るような施策あたりを考えてもいいんじゃな

いかと思いますけど、そういったことを言ったつもりですけど。  

町    長  お答えします。今議員からは、旅行代理店を対象として、いわ

ゆる企画コンペをしてはどうかというようなご提言でしょうか。はい。分か

ります。そうであればですね、パンフレットの作成についても、業者での、

いわゆる企画コンペを致しまして現在作っているわけですね。今そのご提言

がありましたことについても、そのようなことも検討をしていく必要があろ

うかと思います。ただあの、果たして旅行代理店がのってきてくれるか、や

っぱりあの、旅行代理店もですね規模の大きいところ、例えば長崎であると

か、佐世保であるとか、観光施設がよりメジャーなところについては、そう

いったことも対応していただくと思いますけれども、川棚町では、まだそこ

までいっておりませんので、そこまでいくためにそういった事業を展開する

という必要もあるかもしれませんけど、それはご意見として伺っておきたい

と思います。ありがとうございます。 

４ 番 堀 田        よろしくお願いしときます。そういったお願いをするというこ

とになると、やはり環境を整備しておかないといけないと思うわけですね。

そのために町長が大学の調査をお願いしたんだろうと思っております。国際

大にはですね、観光の活性化を中心にお願いをされておりますし、県立大の
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佐世保校に対しましては、施設運営に関することで調査研究をされていると

いうふうにお伺いをしております。２４年７月のですね、町の長崎新聞にお

きます各町の懇談会の折に観光事業を活性化を図りたいということで話され

ておりますのでですね、大いに広告を私達にもしてもらって、進んでいくよ

うにお願いしたいと思います。 

  それから三番目に観光活性化のために協議する機関を設置する考えはない

かということですけど、「ありません」という答弁でしたけど、やはりです

ね町民を交えた、あるいは各種団体を交えたそういった話合いの場というの

も一つ設置することが必要じゃないかと思います。何年か前にですね、まち

づくり活性化のことで栄町商店街周辺をですね、駅前商店街のことで会議を

持たれたと思うんですけど、そういったような主旨で川棚町の観光を考える

会のようなことを考えてもいいんじゃないかと思いますけど、さっきの答弁

では「ありません」ということでしたので、再度お伺いしたいと思います。 

町    長  お答え致します。確かに町独自でそういった協議会を立ち上げ

るということについては考えていないという答弁を致しました。といいます

のは、例えば川棚町の観光施設というのは、くじゃく園、あるいはくじゃく

荘、しおさいの湯というふうに理解をしているわけですね。これらの施設の

管理運営を指定管理者として全て観光協会に委託を致しております。そうい

ったことで観光協会においても日頃からそういったことについての議論を深

められ、より施設を効率的に運営するためにはどうしたらいいかと、常々ご

検討されております。そして理事会あたりでも十分検討されておりますので、

それにやはり任せるべきだというふうに、私は理解を致しております。そう

いった中で、先日２月の２０日でございましたか、観光事業の活性化につい

ての調査研究をお願いしておりました長崎県立大学からの報告がありまし

て、これについては行政側だけでその報告を受けたわけでございますが、非

常にこう素晴らしい提案もしていただきましたので、今後内容についてはぜ

ひ観光協会と協議をしてから、そして実施に移りたいと、このように考えて

おりまして、まずは観光事業の活性化を図るための町のパートナーは観光協

会と、このように認識を致しております。以上でございます。  

４ 番 堀 田        観光協会は分かるんですね、観光協会はちゃんとそういった施

設運営をすることになって、大崎半島一帯の管轄をするようにしているんで
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すけど、その他に町民サイドからのですね、もっと観光としての盛り上げが

必要だと思うんですよ。そうするとやっぱり各種団体とあるいは若い人、そ

ういった人達を入れてですね、もっと川棚町の観光のためにどうしたらいい

のかというのを話をする場が欲しいと思うんですね。やっぱりそのためには

行政の方がリーダーシップをとっていただいて、設置に向けてですね考えて

いってほしいと思いますけどどうでしょうか。 

町    長  お答え致します。町民サイドからの盛り上がりのために各種団

体からなる協議会をというようなご提言だろうと思うわけでございますが、

もう現在でも、例えば商工会の青年部であるとか、あるいはよさこいの皆さ

んとか、すでに独自で川棚町の観光のＰＲをなさっていただいております。

そういったことで、今の時期になってからそういう協議会を立ち上げる必要

があるのだろうかと、私はあまり積極的にはそうは思っておりません。以上

でございます。 

４ 番 堀 田        分かりました。次の四番目の観光パンフレットが昨年新しくな

りまして、まあ大変いろいろなことが書いてあってですね、大変良いのかな

と思っております。活用方法も先程言われましたように、各種観光施設とか、

駅とか、そういったところに配布をされておりまして、また去年は共進会が

ありましたので、そういった中で大いに全国の皆さんにＰＲができたものと

思っております。やはりですね、もう一つ私が見て思ったのは、その一般向

けのパンフレットじゃあるとですけど、今あの、やはり団塊の世代の方、そ

ういった世代向けのことを書いておくとか、あるいは子育て世代にもっとＰ

Ｒをするような、その子ども達が喜んでくるような、そういうパンフレット

あたりも作成して良かったかなというふうに後から思ったわけですけど、Ｐ

Ｒをするということでは、大変観光パンフレットは十分な役割を果たしてい

ると思うんですけど、その他にですね、まだＰＲをする場として、ホームペ

ージがあるわけですね。そうすると川棚町のホームページを見てみますと、

一応、川棚町観光案内というホームページが出ます。しかし私達が観光とか、

そういった観光地に行くときには、どうしても食べる物を中心に行くわけで

すね。見るのもあるんですけど、やはり行った先々のホテルあるいは旅館に

泊まったときの食事が大変楽しみになってくるわけですね。そうするとホー

ムページを見て観光の案内を出して、泊まるとか、買うとか、あるいは食べ
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るとか、そういうところをクリックしますと、確かに特産品のやつはいっぱ

い出てくるわけですね。食べるとしたら、そこしか出てこないわけですよ。

現に去年、長崎和牛が本町の和牛が日本一になりましたけど、確かに別枠で

は長崎和牛のことについては出てくるわけですね、だからホームページもも

っと川棚町はもっとＰＲするために、観光独自のホームページというのを考

えられないかですね、もう少し見やすくされないか、そのへんをちょっとお

伺いしたいと思います。 

町    長  お答え致します。観光パンフレットは、基本的には一般向けと

いうふうなことと、今議員からは団塊の世代向けというふうに表現されまし

たけど、大体そういった世代を対象にして観光パンフレットは作っていると

思います。そういった中で、団塊の世代向けにも作れというようなご質問で

ありましたけれども、現在のパンフレットはそのようになっているのではな

いかと思います。それからホームページにつきましては、観光ＰＲ独自のホ

ームページを作ってはどうかということなんですが、実は町のホームページ

は観光案内のことにつきましては、観光協会のホームページにリンクするよ

うになっておりますので、そこをクリックしてもらえば観光案内の専門のペ

ージに飛ぶのではないかと、私はこのように理解を致しております。  

  それから、もっと食べ物についても、あるいは特産品についても紹介すべ

きではないかというようなご質問でありますが、実は特産品については、議

員もご承知のように、ある程度の紹介はしていると思います。ただあの、食

については、いささか不足している分もあると私も認識をしておりますので、

これについては、日本一の長崎和牛の産地ということもございますので、今

後これをＰＲしていく中で、そういったいわゆる食べ物の何といいますか、

料理のＰＲもしていきたいと、このように考えております。以上でございま

す。 

４ 番 堀 田        そういうことで、ＰＲのうまい宣伝力を向上させるですね、川

棚町になって欲しいと思います。やっぱりそのためにはですね、観光協会ば

かりに任せるんじゃなくてですね、ホームページの下の方を見ますと、産業

振興課というふうな問い合わせをそういったところに書いてあるわけです

ね。だから行政がしているのかなというふうに思っているわけですけど、去

年、２３年度の県のですね統計なんですけど、川棚町に３４万人一応来町さ
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れているわけですね。泊まり客を含めてですね、日帰り客を含めて。宿泊だ

けで川棚町内に泊まられた方が４万１,５００人、一応、これはたぶん観光協

会からくじゃく荘とか、あるいは川棚町の旅館とか、そういったホテルから

の案内だったろうと思いますけど、平均大体２泊されているわけですね。平

均されるとですね、そうするとやっぱりそういった２泊されているというこ

とで、川棚町にある程度魅力があるのかなという感じがしているわけですね。

やはりそうあるべきなら、修学旅行生の募集とか、そういったことももっと

観光協会の方に呼びかけていただいてですね、もっとそういう人口を増やす

ようにですね、お願いをしたいと思います。ちなみにですね、波佐見町がで

すね観光客が全部で７６万人来ていらっしゃるわけですね、そのやはりこれ

は波佐見町という独自の陶器文化がありますので、そういった中での数字だ

ろうと思います。だから川棚町に来られる方の倍の方が、やはり波佐見町に

はいらっしゃっているわけですね。だからその半分でもですね、何人かでも

川棚町に来てもらうようにですね、そういったいろんなＰＲをですね、もっ

としていただきたいと思います。 

  五番目の片島の土地利用のことですけど、これは今財務省からですね、一

応、土地購入をされたわけですけど、土地購入をされるときに、たぶん財務

省の方にその周辺の計画書を出されたと思うんですよ。その計画書というの

がどういった計画書を出されたのかお聞きしたいと思います。 

町    長  お答えします。片島の払い下げに伴う土地利用計画についてで

ございますが、これはあの、私が就任する前の前任の町長の時代に、この片

島を払い下げすることの意志決定がなされておりまして、その時に、たぶん

利用計画等も定められているんじゃないかと思います。これは教育委員会が

所管をしておりますので、教育長の方から答弁をさせます。  

教 育 長        そのことについては具体的に次長の方から詳しゅうございます

ので、次長の方に答弁させていただきます。 

教 育 次 長        それでは私の方から説明致します。まず、この土地を購入する

にあたっては、先程町長からの説明もありましたように、戦争遺構を残すと

いうことがまず最初にありました。そこで、あと利用計画についてはですね、

公園化をするということで計画を挙げております。あそこの全体の３分の１

を町が購入して、３分の２は無償貸与ということでですね、今契約をしてい
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るところでございます。最初言いましたように、計画がそういうことで、自

然のままに戦争遺構を残していこうという計画が一番の主な内容でございま

す。以上でございます。 

４ 番 堀 田        分かりました。やはりそういう自然のままでということも結構

なんですけれども、せっかくですねそういった周りにいろんな観光的な要素

があるわけですので、そういったものを絡めてですね、一応、これは観光協

会、あるいは行政も一緒だろうと思うんですけども、そういったことで考え

ていただきたいと思います。 

  次に、企業誘致についてですけど、企業誘致に対する取り組みというのは、

今後専門の係を設けるという答弁がございましたけれども、どのような組織

体制を考えていらっしゃるのかお尋ねを致します。 

町    長  お答え致します。まず片島の今後の活用についてはですね、先

程も言いましたように、有効な観光資源の一つとして捉えておりますので、

こういった、川棚町内には他にもそういった戦争遺構がありますので、一つ

のルートとして設定して、そして観光資源として活用するということが考え

られますので、そのような検討をしてまいります。 

  今企業誘致の件について、専門の係を置くという私の説明に対してどうい

うふうなものかとのお尋ねでありますが、これにつきましては明日、課室設

置条例を提案致しますので、その時に詳しく説明をしたいと思いますが、今

答弁しなければいけませんか。議長、どういうふうなことでようございます

か。 

議    長  組織体制について説明を受けることで、次の企業誘致関連につ

いての質問につながっていくわけですか。通告の中では３つ上がっています

けれども。内容の把握だけであれば、当然議案提案はありますので、その折

に提案理由の説明ということで説明を受けても良いと思いますけど、後にず

っと関連するということであれば必要だと思いますが、通告文の捉えからす

れば、そこまではないかとも思っておりますが、別の視点で質問もあられる

かと思いますけれども。 

４ 番 堀 田        いろいろ内部のことについて聞こうかなと思ったんですけれど

も、そういった条例が出ていますので、その時に聞きたいと思います。  

  今まで企業誘致も皆さんが同僚議員の方もいろいろ質問をされておりま
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す。その中でもいつも検討をします、検討をしますだけで通ってきておりま

す。企業立地推進本部が設置されております。そういった中でですね、どう

いった内容のお話をされているのか、あるいはですね、相手の国、県、その

答えというものがどういったものか、そういったものをもし分かればお願い

したいと思います。 

町    長  お答え致します。企業誘致につきましては、今議員もお話があ

りましたように、川棚町では企業立地推進本部を設置を致しまして、そして

いろいろ議論をしながら、誘致をしてきているところでございます。これに

つきましてはですね、副町長が本部長になって、会議を進めているわけです

が、基本的に企業誘致の方策としましては、県に振興財団、そして県のいわ

ゆる担当、この両方がありまして、そういった県からの情報を元に、それじ

ゃ川棚町でどうそれに対応していくか、あるいは川棚町としては残念ながら

大規模な用地を持っておりませんので、今まであった工場の跡地、そういっ

たものを対象に売り込みをしているわけですが、そういった土地に来てくれ

る企業があるかどうか、県の方に相談をして進めているところでございます。 

４ 番 堀 田        そういう中でですね、いろいろ検討されておりますけど、川棚

町には何が足らないので、そういった企業誘致がなかなか難しいとお考えで

すか。 

町    長  単刀直入に言いますと工場用地がない。自前の工場用地がない

ということが一番の問題ではないかと思っております。ただ、メリットとし

ては地元に川棚高校もあるし、若手の人材の確保ということについては意外

と他の町よりも有利であるという判断をしておりますけれども、自前の工場

用地を持たないということが一番ネックになっているというふうに思ってお

ります。 

４ 番 堀 田        今、自前の用地がないということですので、やはりそうあるべ

きなら、造らなくちゃいけないと思うんですね。そうすると誘致するために、

あそこの今工業団地があるわけですけど、やはり海の側ですので塩害を嫌う

企業はやっぱり来ないと思うんですよ。そうすると、塩害を嫌わない、あそ

こに港湾施設以外、あそこの他に用地を計画と言いますかね、取得するよう

な場所というのは考えられないんですか。 

町    長  お答えします。まずあの、塩害を嫌わない企業をという話です
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けれども、塩害を嫌わない企業があるんでしょうか。現状ではやっぱり非常

に企業側としては非常に気になるところではないかと思います。  

  それから、港湾用地以外に工場用地を造るべきじゃないかというようなご

発言でしたが、実はこれにつきましてもですね、以前から十分議論をなされ

ておりまして、町内一円について、ある一定程度の工場団地としての造成が

できるところがないか、これまでも調査をしてきております。残念ながら、

例えばこれまでの県の用地造成の補助対象としてなっておりました５ｈａ以

上の用地の確保については、そういった場所がないというふうな判断を今致

しております。 

４ 番 堀 田        やはりあの、そうであればですね川棚町にどういった分野の企

業に重点を置いて進められようとしているのか、あるいはですね、そういっ

た中で川棚町にも条例があるわけですね。工場設置特別奨励金制度みたいな

条例があるわけですよ、そういった中の見直しができないのかですねお尋ね

したいと思います。 

町    長  お答えします。ご承知のように企業誘致の優遇策として、川棚

町工場設置奨励条例がありまして、それに優遇策を掲げております。これは

以前からも問題になっておりまして、現状ではこの優遇策を見てみますと、

これは大規模な製造工場、そういうふうなものを想定をされておりまして、

例えば新規雇用が５０人以上であるとか、あるいは工場用地の敷地面積が１

万㎡以上とか、工場生産設備総額が５億円以上とか、そういったものが規定

されておりますので、これは今の、いわゆる現状にはそぐわないということ

で、これまでも企業立地推進本部で十分検討致しております。小規模の企業

でもですね、進出をしてきた場合に対応できるような、そういった制度を設

けなければということで一定の方向性は会議の中では見出しているようでご

ざいますが、まだ条例の改正までには至っておりませんので、これらについ

ては、新しい係ができましてから専門的に調査研究をさせて、そして条例改

正をしていきたいと、そのように考えております。 

４ 番 堀 田        新しい係でですね、検討をしていただきたいと思います。そう

いった中で新しい課になって、いろんなことが出た時にはですね、企業立地

というふうな項目でホームページに十分載せていただいて、それからそうい

った奨励措置とか、そういったものをしていただきたいと思います。ちなみ
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に東彼杵町とか波佐見町はですね、そういった条例等の優遇措置のホームペ

ージを設けております。やはりあの川棚町もそういった課が設置されている

わけですので、今後ともですね、一生懸命努力をしていかれたらと思います。

また、町長においてもですね、川棚町のトップセールスマンとして観光行政、

あるいは企業誘致に対してですね、大いに力を発揮していただきたいと思い

ます。そういうわけで私の一般質問を終わります。 

 

議    長  次に、小田成実議員。 

１ １ 番 小 田        通告文に従い、次の三点について尋ねます。 

  一点目、成人式についてですが、開催日及び記念品について、次の二項目

を尋ねます。 

  ①開催日を年末年始の新成人者が帰省中に合わせ、正月三が日に変更する

考えはないか。 

  ②記念品として、集合写真及び川棚応援寄付金の案内及び町長からのメッ

セージなどを編集したものを作成し、若者とふるさと川棚を結ぶ材料として

贈呈する考えはないか。 

  二点目、小串郷駅前広場についてですが、小串郷駅前広場は駅利用者以外

のための駐車は川棚町小串郷駅設置条例で禁止をしてありますが、今駅利用

者以外が日常的に駐車している状態であり、駅利用者が迷惑を受けたことも

あると聞いています。そこで、一部を有料駐車場として整備し、迷惑駐車を

なくすように工夫する考えはないか尋ねます。 

  三点目、耕作放棄地解消の具体的計画についてです。昨年９月議会で耕作

放棄地の対策について質問し、「イノシシ被害などもあるが、有効利用に努

める」との答弁でした。その対策として農山村活性化事業での試験栽培や、

農業委員会で農地の状況調査などが行われていますが、耕作放棄地解消に向

けた今後５年後、１０年後の長期的なビジョンを尋ねます。以上、三点を尋

ねます。 

教 育 長        小田議員の成人式についての質問について、私の方から答弁を

させていただきます。 

  まず開催日を正月三が日に変更する考えはないかということについてお答

え致します。平成２４年の成人者へのアンケートにおいて、正月三が日の成
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人式開催の希望者は８％でございました。そして現在の成人の日前日開催の

希望者が６３％でございました。その結果を受けまして、当面は成人の日前

日、いわゆる現在のやり方で開催をしていきたいと考えております。しかし、

今年から東彼杵町が１月３日に開催を致しました。できるだけ多くの成人者

に参加をしてもらいたいというのが川棚町及び教育委員会の願いでございま

す。これからも成人者へのアンケート調査をして、このことについては柔軟

に対応していきたい、そのように考えているところです。 

  次に、記念品のことについてお答えを致します。議員ご提案の集合写真、

川棚応援寄付金の案内、町長からのメッセージ等を編集したものを贈呈する

考えはないかということですが、これについては実施する考えはありません。

その理由は次の三点です。一点目は、成人式当日の集合写真等を編集したも

のを後日成人者に配布するよりも、やはり式当日直接成人者に渡したいとい

うことでございます。 

  二点目は、今年の成人式から新しい記念品として、川棚テレビの協力を得

まして川棚町の様子、それに成人者の中学時代の行事などを編集したＤＶＤ

を贈呈しているところです。これはまさに先程議員がおっしゃいました、若

者とふるさと川棚を結ぶ、そういう発想で作成したものであると考えている

ところです。 

  三点目は、町長のメッセージにつきましては、成人証書と致しまして成人

者に渡しておりますので、必要はないだろうと考えているということです。

以上でございます。 

町    長  小田議員の小串郷駅前広場についてと、それから耕作放棄地解

消の具体的計画についてのご質問に私の方からお答え致します。  

  まず、小串郷駅前広場についてのご質問についてでございますが、小串郷

駅の駅舎、駅前広場、駐輪場等の施設につきましては、小串郷駅管理委員会

と委託契約書を取り交わし、管理をお願いをしておりまして、これまで大き

な混乱もなく、適正に管理をされているところであります。ただいまご指摘

いただきました件につきましては、実情を調査しましたので、小串郷駅管理

委員会の意向もお尋ねしながら、ぜひ処理していきたいと考えております。 

  次に、耕作放棄地解消に向けた対策につきましては、平成２４年９月議会

でも同様なご質問をいただいているところでありますが、基本的には国、県
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の事業を活用しながら推進していきたいと考えております。９月議会でも申

し上げましたように農業委員会の実施している農地の利用状況調査により、

農家の耕作放棄地に対する意向を確認し、まずは農地として守るべき優良農

地について、これ以上の耕作放棄地の拡大が起きないようにきちんと対策を

行っていくことが重要と考えております。さらに、耕作放棄地の中でも赤判

定、いわゆるすでに山林化しているものなどについては、２５年度から農業

委員会で農地法に基づいた手続きにより農地という枠組みから外す作業が行

われる予定となっております。近年の耕作放棄地の拡大のスピードアップは、

原因として輸入農産物の増加、それによる農産物価格の低迷、担い手、後継

者の減少、農家自身の高齢化、耕作放棄地の進行による鳥獣被害の拡大など

が考えられ、これらの原因それぞれが負の連鎖を起こしていると、このよう

に考えられます。５年後、１０年後ということになりますと、耕作放棄地解

消対策だけではなく、農業の担い手の確保、育成が地域農業の継続にはもっ

とも重要な課題であり、農地農業を守っていくために必要なものと考えます。

現在、５年、１０年後の地域農業の有り様として、人、農地プランの作成を

行っておりますが、その地域の担い手や地域としてどういった農業を展開し

ていくかなどの基本的な計画を集落地域ごとに現在検討をしているところで

あります。新規作物の導入、六次産業化の検討、基盤整備の充実、農地の面

的集積の推進など、地域農業の維持、発展のための必要な計画づくりを行い、

耕作放棄地解消のための対策を含めた農業振興方策を構築したいと考えてお

ります。なお、昨年の９月に質問をいただきまして、現在半年が経過をした

わけでございますが、そういった短期間でありますので、あまり事が進んで

いないことに対しまして、大変申し訳なく思っております。以上、答弁とさ

せていただきます。 

１ １ 番 小 田        成人式の件についてですけれども、アンケート調査、私も実施

された内容を聞きました。このアンケート調査をされたのがですね、当日の

式の直前だったということで、そうすれば成人式に来ていらっしゃる若者達

は、当然今日で良いというふうに○を付けたんじゃなかろうかなと判断致し

ますので、さっき言われましたようにですね、もうちょっと早めにアンケー

ト調査なりをしてから、一人でも多くの成人者が参加できるようにご配慮願

えればと思います。 
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  記念品のことでですね、私はここで若者と川棚を結びつける手段としてホ

ームページを見ましたら、川棚応援寄付金の案内が付いておりました。おそ

らく若者はこういった川棚応援寄付金のことは知らない方がほとんどだと思

いますので、その成人式を機に経費的な面もありますけれども、集合写真後

日送付というかたちでですね、全員での集合写真、それからふるさと川棚、

皆さん方の応援を求めてますというふうな川棚応援寄付金の案内などを付け

ていただいてですね、それで後日発送をしていただければ若者が川棚町をふ

としたときに考えてですね、ちょっと応援の寄付金でもしようかと、あるい

は尋ねた時に川棚町の３年前はあがんやったけれども、どがんなっとるとや

ろうかねというふうなことで関心が深まると思いますので、ぜひとも記念品、

ＤＶＤの代わりにですね、ちょっと厚めの冊子を作って配布すれば大変よろ

しいんじゃないかと思いますけども、再度お願い致します。  

教 育 長        まず一点、アンケートの件についてですが、これは議員ご提案

のように、できるだけ早い時期にアンケートを実施して、そしてそのアンケ

ートの結果によって柔軟に対応していきたい、そのように思います。  

  次に、応援寄付金のことですが、これは成人式の日にですね、各課から成

人者に伝えたいものということで、募集をかけておりますので、そういった

ことで対応できるのではないかというふうには思います。編集したものを後

日ということですが、これについてはなかなか難しいかなという感じが致し

ますので、現在のＤＶＤはですね、教育委員さん達のアイディアもいただき

ながら、今年新たに作ったものでございますので、しばらくはこれを継続し

たい、そのように考えております。以上です。 

１ １ 番 小 田        そしたらそのＤＶＤの中にですね、一コマに川棚応援寄付金と

いう項目もいただければ、大変つながりが深くなると思いますので、ご検討

をよろしくお願い致します。 

  次に、小串郷駅の駐車場について再度質問を致します。小串郷駅の管理委

員会というのがあって、それで実情調査をして諸々さしずまっての問題はな

いというふうなふうに受けとめましたけども、どうしてもですね、地区の方

からですね「迷惑駐車のよんにゅおって困るとばい」という声が多く聞かれ

ましたので、あそこに条例としてですね、利用者以外の方は停めないように

と決めてあって、看板まで設置してあります。そういうのに対してですね、
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自分の駐車場のようにして日常的に停めておられる車があるということは、

大変遺憾なことだと思いますので、その対処はとらなければいけないんじゃ

ないかと思いますけど、再度お願いします。 

町    長  おっしゃるように、小串郷の駅の管理につきましては、これま

で管理委員会に委託しておりまして、これまでは大きな混乱もなく適正に管

理をしてもらっていたと、こう理解を致しております。今新たに議員がおっ

しゃるような問題があるということを初めて知りまして、さっそくあの、担

当の方に調査をさせまして、そして管理委員会との意見交換も致しておりま

す。そういった中で、いろいろ管理委員会としての立場もあられるようでご

ざいますので、これについては今議員がおっしゃるようにそういう条例の主

旨に則って、今後対応していきたいと思います。なかなか地元の方が管理さ

れておりますので、そういった人間関係等もございますので、そう一朝一夕

に事が運ばないこともございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

１ １ 番 小 田        小串郷駅の駐車場に関しましてはですね、地元の管理委員会で

検討していただいて、その検討をしていただく中で地域住民の感情もあろう

かと思いますので、例えば駅利用者以外の方が停める場合もあろうかと思い

ますけれども、そういった場合はですよ区画を区切るとか、地域住民まごこ

ろ駐車場とか、そういったことをですね検討していただければ整理が付くん

じゃなかろうかと思いますので、一つ町長の方からもですね、駅の管理委員

の方へも、その点を伝えていただければ地元からの不満、不平と言いますか、

そういったものも出にくくなるんじゃないかと思いますので、併せてご検討

願います。 

  三番目の耕作放棄地解消の具体的計画についてですけども、９月議会に質

問したときに、内容はほぼお聞きしましたけれども、国、県の事業を活用し

てですね、併せて耕作放棄地を解消していく方向だということですけれども、

それがやっぱり先が見えないわけですよね。その試験栽培もしておられると、

聞くところによりますと小串方面で準備をされておられるのが、今度の１０

日に定植をするという段階で、それがいつ試験栽培の作物がどういう方向に

いくか分からないということです。それで赤の農地が２５年からの線引きを

してから手続きをするというふうなことですけれども、今黄色の土地がです

ね赤にならないように、私は地区に相談をしてですね、早め早めに農業農地
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ということに関わらずですね、管理保全というふうなことで、例えばですね、

地区の老人会とか婦人会、子ども会とかに協力を願いながらですね、野菜で

はございませんが、菜の花とか、コスモスとかというのをですね栽培をして

もらって、草ボウボウとしているのを一つでも減らしていくと、例えばそれ

が集団的にならないものであってもですね、そういうふうな対策をとればい

いんじゃないかなというふうなことを考えますがいかがでしょうか。  

町     長  耕作放棄地の解消対策として一つのご提言をいただきました

が、大変ありがたいと思っております。ぜひその件については、前向きに検

討してまいりたいと思います。なお、その後の具体的なことにつきましては、

先程も言いましたように、これは農業委員会が主管して行っていただいてお

りますので、私の立場では十分承知をしておりませんので、何か具体的なも

のがあれば農業委員会事務局長兼産業振興課長から答弁をさせます。  

産業振興課長  先程言われた小串地区での今取り組みとしては、新しく作物を

植えて、まあ六次化まで持っていかないと、なかなかその後の定着と言いま

すか、そういうことがないということで、今先程言われたように、先月に植

栽したばっかりでですね、その後のまだ展開というのは、まだ現実になって

いない状況ですが、そういうことで耕作放棄地を解消した後にどういった作

物を植えるかという、農業委員会の中では随時検討しておりますので、今後

そういった結果を見ながらですね、新しい作物について農業関係者で、また

先程言われたように地域も含めてですね対応していければということで考え

ています。以上です。 

１ １ 番 小 田        試験栽培もですね、結果がはっきりでるのは数年先、はっきり

した結果が出ないかも知れませんので、それまでのつなぎとしてですね、私

が先程提案をしました、地区においてですね、実行組合とか中山間地の組織

などもありますので、そういったとこに声をかけてですよ、菜の花とかコス

モス、まだ他にもあろうかと思いますけど、そういったものをですね栽培を

するようなプロジェクトを早急に立ち上げていただいて、雑草を一本でも減

らしていくというふうな対応を重ねて検討していただきたいと思います。 

  それともう一つ農業に関してはどうしても農協さんの手を借りなければな

らないと思いますけれども、以前は行政側と農協との打ち合わせとか協議と

かがあっておられたようですけれども、最近は無いということを農協の担当
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者から私も聞いてきたんですけれども、耕作放棄地解消に向けてですね、行

政と実際農業者が一番相談に乗りやすい農協との協議と言いますか、懇談と

いうのは持たれているんでしょうか。質問します。 

町    長  先程、コスモスとか菜の花を栽培したらどうかというご提言を

いただきましたので、いわゆる観賞作物を作ったらどうかということでござ

います。これは非常にこう素晴らしいアイディアと考えますので、御協力を

いただく地区からさっそく実行したいと思います。 

  それから、ＪＡ等との協議会の開催について、以前は確かに農業振興協議

会というのがありまして、行政と、行政というのは町なり、あるいは現在の

県央振興局なり、それとＪＡ、それから農家の代表、こういった四者が集ま

って協議会をもっていろんな議論をしておりましたが、最近はあまり農業振

興協議会というのは、あまり活発に開催されていないようです。ただあの、

それに代わって認定農業者を中心として農業委員会あるいは行政、そしてＪ

Ａ、県央振興局、そういった関係の中で協議会が開催されて、それによって

本町地区の農業振興の対策が議論されているようでございます。以上でござ

います。 

１ １ 番 小 田        最後に言われました認定農業者などを含めた協議会ということ

ですけれども、認定農業者の方はですね、農業、自分の農業を構築するよう

に、より良くするということで、ほとんど一生懸命それだと思います。それ

以外のことは言い方は失礼ですけれども、自分のことで精一杯でですね、地

域のことまでも目がいかないというふうなことも考えられますので、是非と

もですね、ここで底辺といいますか、それぞれの地域にあるいろいろな組織

を活用しまして、先程私が言いました菜の花とかコスモスとか、そういった

ことのですね対策を早急にしていただければと思いますので、よろしくお願

い致します。 

  それからあと、農業委員会とですね、行政的に仕事の内容が違うと思いま

すけれども、農業委員会の委員の皆さんと、地元の中山間地の委員さんとか、

実行組合の委員さんとかが、実際その耕作放棄地解消に向けての会議などを

持たれたことがあるのでしょうか、お尋ねします。 

町    長  私の方では詳細についてつかんでおりませんので、産業振興課

長から答弁をさせます。 
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産業振興課長   農業委員会の委員と地元の地域の方達で耕作放棄地について

の意見交換は今までやっていません。以上です。 

１ １ 番 小 田        ぜひともそういうふうなですね、行政側と、地域住民、地域の

住人ということを含めてですね、日常生活の周りに耕作放棄地というのはあ

るものですから、いろんなことを考えてですね、早め早めに対応していただ

いて、草一本でも農地から除外をしていくというふうな検討をよろしくお願

い致します。 

  イノシシ対策もですね、９月の質問の時に、イノシシが、イノシシがと、

イノシシに私達が負けているような後追い的な対策の状況やったとですけど

も、今後イノシシ対策にもですね１,２００万円程上程をしておられましたけ

れども、特別な対策というのがあられるのでしょうか、お尋ねします。  

町    長  これにつきましても担当課長の方から答弁をさせます。  

産業振興課長  イノシシ対策について、特別、今回新たにという対策は考えて

おりません。従来のワイヤーメッシュによる地域を含めた対策、後、農地の

周辺を電気柵とかですね、そういった農業被害対策と言いますか、そういっ

たことに重点を置いています。捕獲については従来の猟友会の皆様にお願い

して、捕獲については努めていくということで、今進めている、ここ何年か

進めている方向性で対策を行っていくということで考えております。以上で

す。 

１ １ 番 小 田        対策をよろしくお願い致します。基幹農道川棚西部地区という

のも３０年度には完成の予定となっておりますので、それに向けてもですね、

耕作放棄地に関しては、長いスパンでのビジョンが必ず必要だと思いますの

で、それも含めてですね、さしあたって地域住民が協力して手がけられる草

一本を減らすような菜の花、コスモスの花の栽培をできないかということを

早急に検討をしていただいて、川棚町内からですね耕作放棄地が一筆でもな

くなるように対応を求めて私の質問を終わります。 

議    長  ここでしばらく休憩を致します。 

 

（…休  憩…） 

 

議    長  休憩前に引き続き会議を開きます。 
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議    長  次に、山口隆議員。 

１ ５ 番 山 口        二項目について質問を致します。 

  一項目目でございますが、いじめ、体罰の防止と不登校への対応について、

なお、この質問につきましては、現在、産業建設文教委員会の閉会中の調査

事項と関連していますので、委員会を代表したかたちでの質問になろうかと

思いますので、よろしくお願い申し上げておきたいと思います。  

  ご存知の通り、一昨年の大津市の中学校での自殺、本年、大阪の高校での

体罰による自殺が社会的に大きな問題となり、いじめ、体罰の根絶に国を挙

げて取り組む姿勢が求められております。いずれも報告等を見てみますと、

学校、教育委員会の対応が後手後手に回ったことが大きな要因とされており

ます。現在、本町ではいじめ、体罰とも大きな事例は報告されておりません。

しかし、いじめ、体罰はどこでもいつでも起きる可能性があり、人権侵害は

もとより、人間としての尊厳すらも否定することになりかねません。そうい

った中で、いじめ、体罰、不登校については、教育委員会、学校、家庭等が

連携して対応する必要があると思われます。いじめ、体罰の根絶と不登校へ

の対応について、次の四点についてお尋ねします。 

  本町でのいじめの実態と根絶に向けてどのように取り組んでいるか、また、

その防止についてはどのように取り組んでいるか。 

  二点目でございます。体罰については学校教育法で禁止されております。

しかし現実は、愛のムチとか、熱血指導などと言われ、なかなかなくならな

いのが実態でございます。体罰の防止にどのように取り組んでいるか。  

  三点目、不登校の解消に向けてはどのように取り組んでいるか。  

  四点目、いじめ、体罰、不登校の問題は、その解決について各方面で論じ

られております。教育委員会として今後どのような方針で臨まれるか。  

  二項目目でございます。自主防災組織の取り組みについて。一昨年の東日

本大震災以来、防災、減災が言われ、安心、安全なまちづくりが求められて

おります。自らの生命、財産は自らが守るの精神で、各地で自主防災組織の

取り組みがなされております。自主防災組織につきましては、各地区で自主

的に立ち上げがなされるのが理想であると思われますけれども、現実には、

その立ち上げについては行政の方である程度リーダーシップをとってもらわ



- 35 - 

なければ無理と思われます。自主防災組織の取り組みについて、次の四点に

ついて尋ねます。 

  一点目、自主防災組織はどのようなかたちで、何年後を目途に立ち上げよ

うと考えているか。 

  二点目、川棚町地域見守りネットワーク設置協議会条例では、どのような

取り組みがなされているか。また、地域見守りネットワークは、自主防災組

織とセットで取り組むことが有効であると思われる。どのように考えるか。 

  三点目、災害時の情報通信網として、各消防団詰め所に光ケーブルによる

通信設備を整備する考えはないか。 

  四点目、先日、２月でございますが、玄海原発事故想定の避難訓練が行わ

れました。現在、訓練についての検証が行われております。本町も避難受け

入れ先になっております。避難受け入れの際に自主防災組織があれば大きな

力となると思われるが、どのように考えるか。以上でございます。  

教 育 長        山口議員の一点目、いじめ、体罰防止と不登校への対応につい

てお答えを致します。 

  最初に、いじめの定義について述べさせていただきます。以前のいじめの

定義は「自分より弱い者に対して一方的に身体的、心理的な攻撃を継続的に

加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」でございました。この定義が平

成１８年度以降、次のように変更されております。「一定の人間関係のある

者から心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じてい

るもの」です。「一方的に継続的に深刻な」という言葉が外されているとい

うのがポイントです。それでは、平成２４年度、いわゆる２月中までですが、

町内のいじめの実態についてお答えを致します。 

  小学校でのいじめの件数が８件です。中学校のいじめの件数が７件です。

すべて解決していると聞いています。 

  二点目のいじめの根絶、あるいは防止に向けての取り組みについてお答え

を致します。特に大切にしているのは次の四点です。 

  一点目は、いじめを生まない学校経営をするということです。具体的には、

いじめは児童生徒の命に関わることであり、絶対に許されない行為であると

いう強い認識を学校全体で共有するということでございます。  

  二点目は、いじめの早期発見と早期対応ができる指導体制を確立するとい
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うことです。具体的にはアンケート、個人面談、観察等により、早期発見に

努めるとともに、全職員で情報を共有し、個人ではなく組織体として、いじ

め防止に取り組むということです。 

  三点目は、学校、家庭、地域、福祉あるいは警察との関係機関と連携した

指導体制を確立することです。 

  四点目は、日常の授業はもちろんでございますが、長崎っ子の心を見つめ

る週間、あるいは人権週間等を通した取り組みを通して、命の大切さや思い

やりの心を育てる教育を日々充実させていくということでございます。  

  二点目の質問の体罰の防止について三点お答え致します。  

  一点目は、体罰も命に関わる、あるいは子どもの心に深い傷を残すもので

あり、絶対に許されない行為であるという認識を全職員で共有することでご

ざいます。 

  二点目は、校内的には生徒指導にかかる協力体制を確立することです。対

外的には、家庭、地域、子育て支援等の町長部局、あるいは福祉、警察等の

関係機関との連携した生徒指導体制を確立することです。こうした取り組み

により、教師が孤立しないようにすること、これが大事であろうと考えてお

ります。 

  三点目は、服務規律強化月間の取り組みを通して、体罰等の不祥事防止に

取り組むということです。 

  三点目の質問の不登校の解消に向けての取り組みについてお答え致しま

す。不登校あるいは発達障害等の特別な支援を必要とする児童生徒の指導に

ついては、専門家の力が必要である。こういう考えのもとに、スーパーバイ

ザーを活用した学校活性化事業を立ち上げたところでございます。そこで、

一学期は特別な支援を必要とする不登校児童生徒、あるいは発達障害等の指

導のあり方等についてスーパーバイザーによる相談事業を公民館において実

施を致しました。 

  二学期、三学期はスーパーバイザーを学校に派遣し、授業参観を通して、

あるいはスーパーバイザー自身に授業をしていただくことを通して、気にな

る児童生徒等に対する支援のあり方等について研修を深めるとともに、児童

及び保護者へのカウンセリングも実施しているところでございます。スーパ

ーバイザーの活用で、特に良かったことが２つございます。一つは、教師が
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見落としていた特別な支援を必要とする児童生徒を指摘していただいたこと

でございます。もう一つは、感情表現の苦手な子どもが不登校に陥りやすい

ということを指導していただいたことであり、その指導のあり方を教えてい

ただいたことでございます。この他に中学校においては、スクールカウンセ

ラーと心の教室相談員を活用した取り組みをしております。  

  最後に四点目の質問のいじめ、体罰、不登校の問題に、今後どのような方

針で臨むのかということについてお答えします。これについては二点お答え

致します。 

  一点目は、いじめと体罰についてです。これは現在の取り組みを継続する

ということを基本にしながら、必要に応じてスーパーバイザーも活用してい

くということでございます。 

  二点目は不登校についてです。中学校で不登校に陥る生徒をいかに減らす

か、これが本町の課題で、これは本町だけではなく全国的な課題でもあろう

と思います。この問題を解決するためにスーパーバイザーを活用した方策と

して、次の三点を考えております。 

  一点目は、感情表現の不得手な子どもへの指導など、不登校に対する予防

的な指導をより充実させていくということでございます。 

  二点目は、不登校傾向あるいは不登校に陥った児童生徒に対する指導を、

より充実させていくということでございます。 

  三点目は、特別支援教育体制、これを充実させるということです。以上、

答弁とさせていただきます。 

町     長  私の方からは自主防災組織への取り組みについてのご質問に

お答え致します。 

  まず第一点目の自主防災組織の立ち上げについてでございますが、自主防

災組織でありますので、先程議員もおっしゃいましたように、基本的には各

地区などから自然発生的に組織されるというのが最も望ましいものと思われ

ますが、ゼロからのスタートとなりますと、大変難しいものがあるのではな

いかと、このように思います。そこで町と致しましては、まず３地区程度を

モデル地区としてお願いし、それをきっかけとして徐々に地域の拡大をお願

いし、最終的には町内全域において組織化していただければと考えていると

ころでございます。そしてその形はということでございますが、これも地域
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の皆様方と協議して進めていくことになると思いますが、防災ということで、

各地区の消防団との深い関わりがありますので、消防分団毎に自主防災組織

を組織化し、その消防分団を形成している地区を下部組織としてはどうかと、

このように考えております。ただ、その組織化の方法は、やはり各地区の総

代さんや消防団と協議をしながら進めていくことになるものと思われます。 

  次に、二点目の川棚町地域見守りネットワーク協議会の取り組みについて

でございますが、この協議会の委員が直接対象者を訪問したり、業務に関す

る事務を行ったりすることは基本的にはございません。これまで担当部署に

おいてネットワークの基本となる対象者の把握をするための下準備を行いま

して、各家庭の訪問を担当する専門員を専任し、この度訪問できる体制が整

いましたので、２月２７日に協議会を開催致しております。そして、この協

議会において、今後のスケジュールや取り組みの内容等について、説明をさ

せていただき、モデル地区の選定と見守りネットワーク台帳の情報提供の範

囲について協議を行いまして、決定をいただいたところでございます。また、

協議会の委員には、関係する組織の代表者を選任いたしますので、組織間の

連携と協力について説明し、了解をいただいたところです。また、見守りネ

ットワークと自主防災組織をセットとしては、とのご提言でございますが、

平常時では見守りネットワーク登録者と消防団が関わることはほとんどない

ものと思いますが、災害時には消防団員が対応することもありますので、同

じスタートラインで進めていくことが大事であると、このように考えており

ます。そして、このことにつきましては、協議会の中でも説明を致しており

まして、モデル地区の説明会には町の消防主任と消防団分団長は参加するこ

とと致しております。 

  三点目の各消防分団詰所の通信設備の整備についてでございますが、光ケ

ーブルを引いてパソコン等の機器を設置したと致しましても、災害時には停

電やケーブルの切断が考えられますので、町からのパソコンを通じての対応

は難しいと考えます。各消防団には無線を配備しておりますので、本部と各

分団との通信は、やはりその無線を通じて対応することが一番良い手段では

ないかと考えておりますので、パソコン等の通信設備の整備については考え

ておりません。 

  最後に、四点目の玄海原発での避難者受け入れの際に自主防災組織があれ
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ば大きな力となるのではないかとのご質問でございますが、玄海原発での事

故が発生した場合の松浦市民の受け入れにつきましては、基本的に県、市、

町の職員が対応することとなっております。ただ、４千人、あるいは５千人

もの方が本町に避難した場合は、県、市、町の職員では対応しきれないこと

が予想され、町民の方々のお手伝いをお願いすることが考えられますので、

自主防災組織での集団行動が発揮されることもあろうかとは思われます。し

かし基本的には、自主防災組織と避難者の受け入れ体制とは別のものと考え

ております。以上、答弁とさせていただきます。 

１ ５ 番 山 口        いじめ、体罰の防止と不登校への対応について、質問を随時さ

せていただきたいと思います。 

  いじめについてはですね、これはもういろんな報道等で常時起こっている

と言えば非常に語弊がございますが、それが非常に水面下だけで済んだ場合

と、それから今回のように大きな社会的な問題になる。これが何年かおきに

続いているんじゃないかと、こういうふうな判断をしているわけでございま

すが、大きな問題になる度にですね、文科省の初等中等局長の通知である通

達が出されてですね、その都度いろんな対応が各県の教育委員会を通じて、

市町村の教育委員会、学校に通達が出されるわけです。そういった中でです

ね、教育委員会については一般的にですね求められている事項といえばです

ね、教育相談体制の整備充実とか、それから保護者の悩みに対する相談体制、

それからいわゆる教員の研修の充実、それから学校を支援する体制の強化、

こういったことがその都度求められてきていると思うんですよね。おそらく

今回も間違いなくそういったことが通達が初中局の局長通知になるか、その

レベルは分かりませんけれども、必ずそういった通知が来るものと思われま

す。本町教育委員会としてですね、今言ったような教育相談体制の整備充実

とか、保護者の悩みに対する相談体制、それから教員の研修の充実、それか

ら学校を支援する体制ですね、こういったことについてどのように取り組ま

れているかお尋ねします。 

教 育 長        研修についてでございますが、これは県の研修が中心になって

くるんじゃないかと思いますが、町においては具体的な事例を通してスーパ

ーバイザーを活用した研修、そういったものを進めていきたいと思います。

それから相談体制ですが、これは現在スーパーバイザーを活用した相談体制
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というのがございますが、そこが川棚町としては中心になってくるかなとい

うふうに思います。もう一つ、学校支援ですが、各学校が今学校支援会議と

かをやっておりますが、川小においては今年度川棚小学校応援団とか、そう

いったものができあがっております。いわゆる地域と連携した、そこらあた

りは各学校、積極的に推進していきたい、そのように思います。要するに、

地域、保護者の信頼なくして教育は成立しないというのが私の考えでござい

ますので、そういったことで進めてまいりたいと思います。以上三点ですが、

落ちはなかったでしょうか。 

１ ５ 番 山 口        保護者に対する相談体制についてです。 

教 育 長        保護者に対する相談もスーパーバイザーを活用していきたいと

思います。現在、不登校児童等については、ここらあたりもやっております

ので、活用していきたいと、そのように思います。 

１ ５ 番 山 口        スーパーバイザーの活用した相談体制ということですけれど

も、これの具体的にですね、公民館の一室に週１日相談日を設けるとか、そ

ういう具体的な方策をどうとられているか。そこのところを答弁をお願いし

たい。 

教 育 長        今年実際にやってみて、スーパーバイザーを活用していく場合

に、一番良いのは学校に派遣して、現場の実態に応じた相談体制あるいは指

導というのが一番良いだろうと思っています。それから保護者に対する相談

というのが、一つ問題になってくるんですが、これは学校が必要と、この保

護者についてはスーパーバイザーに相談することが必要だと判断したものに

ついてスーパーバイザーを活用していくというふうにしております。その他

については、学校を通じて、あるいは教育委員会を通じてということが具体

的になってくるのではないかというふうに思います。現在でも教育委員会の

方に相談に見える保護者もいらっしゃいますので、そういうふうに考えます。 

１ ５ 番 山 口        スーパーバイザーの活用のみが答弁にあったわけですが、平成

２３年度からですね、教育委員会の中に、従前の社会教育指導主事に替わり

まして教育指導主事が配置されております。当然この教育指導主事というの

は、教育の専門的な指導ですね、これをいわゆる学校現場に対して専門的立

場から行われる職務だろうと考えております。当然、いじめ、体罰、不登校

についてもですね、この教育指導主事であればですね、それの対応もなされ
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ているはずだろうと思いますが、この教育指導主事、平成２３年度ですから、

今２年目です。この方がですね、どういうふうな活動をされているのかお尋

ね致します。 

教 育 長        お答え致します。現在、教育指導主事が週に３回勤務でござい

ます。一日当たり７．５時間です。実際に例えば特別支援教育に関わる相談

とかですね、担当したりしております。いじめ等についての調査とかについ

て担当しております。ただ一週間に３回というとですね、本当はそれを活用

していかないといけないんでしょうけれども、なかなか十分に学校に出向い

てとか、そこらあたりまではできていないのが現状のように思います。以上

です。 

１ ５ 番 山 口        今ですね、スーパーバイザーの活用と、スーパーバイザーもこ

れは時間的な予算しかとれていないと思いますよね。年間に昨年の予算でい

けば６０万円ですから、数字を申し上げて申し訳ありませんが、おそらく謝

金というんですか、これは一時間当たり５千円か５,５００円と聞いておりま

すので、年間１２０時間ぐらいです。スーパーバイザー。それから、今教育

指導主事ですね、週３日と、７．５時間と、非常に少ないということであれ

ばですね、これは教育委員会としてですね、やっぱり町部局に予算の要求な

りしてですね、いじめ、不登校、体罰、こういった部分をですね、本町から

絶対なくすんだと、そういう気持ちで教育行政に取り組むのが姿勢ではない

かと思われるんですが、その点ではどうお考えでしょうか。  

教 育 長        先程答弁致しましたように、指導主事の時間数が足りない。こ

れは認識を致しております。したがいまして、次年度につきましては、フル

タイムの５日間というのを考え、そして予算をお願いしているところでござ

います。後で新年度の予算の中で出てくると思います。適任者を探すべく努

力をしたいと思っております。以上です。 

１ ５ 番 山 口        学校からいじめ等の報告がなされると、そういった時にですね

教育委員会としてどのような対応をされているのかですねお尋ねします。  

教 育 長        今年度の事例で申し上げますと、小学校の上級生が下級生をい

じめた中で、ちょっと性的な内容を含んだものがございました。これは非常

に学校だけでの指導は難しいと思いましたので、さっそくスーパーバイザー

への相談というものを実施致しました。そういうふうに事例に応じて活用し
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ていくというのは考えていかないといけないかなというふうに思います。そ

れから先程来、スーパーバイザーだけだとおっしゃっていますけれども、決

してそうではありませんで、学校で相談できない分、そういった専門的なも

のを要するものについては、スーパーバイザーを活用していくというのが教

育委員会の基本的な姿勢です。以上です。 

１ ５ 番 山 口        先に参りますが、二点目の体罰関係でですね、先月、県の教育

委員会から体罰についての調査がなされていると思います。そして、昨日の

長崎新聞にちょっとだけその結果が報道されているのはご存知だと思います

けれども、本町でも調査結果をされて投稿をされたと思いますが、その調査

結果はどうだったか、報告をお願いしたいと思います。 

教 育 長        これについては、二つの報告がございます。 

  一点目は教育委員会が体罰関係で処分をしたもの、これについてはゼロで

ございます。もう一つは、児童保護者へのアンケートを通しての報告という

のがございます。これが２６日から３月４日まで全校一斉に調査をしており

ます。今まだその調査を調査中でございまして、まだ結果は出ておりません。

以上でございます。 

１ ５ 番 山 口        調査結果は結構でございますが、体罰についてはですね、これ

はいろんな法的なかたちでですね、これは学校教育法の１１条というので明

記されているわけでございますが、ただこれについてはですね、学校の先生、

いわゆる一般的に先生、先生と私達が呼ぶ方ですね、この方は県の研修であ

るとか、そういったことを受ける機会が多くてですね、コンプライアンス精

神とか、そういったものは多くの先生がお持ちだろうと思ってます。ところ

が、子ども、保護者にとって先生と呼ぶのは学校に勤務されている全ての方

が先生なんですね。例えば事務の先生、用務員の先生、それから部活動の外

部指導者、これも先生なんです。こういった方というのは、なかなかこうい

うような体罰とか、そういったことに対しての研修の機会は全く無いと、全

く無いと言えば語弊があるかもしれないですけど、ほとんどないというのが

現状でございます。そういった方々に対してですね、体罰というのは明らか

に先生対生徒の問題でございますので、そういったところの指導についてで

すね、教育委員会を通じて年度初めにですね、こういうふうな方針でお願い

したいとか、そういうことを出されているのか、もし出されてなければ、今
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後それについての取り組みを考えておられればお答えをお願いしたい。  

教 育 長        今いろんな職種の方を出されました。学校の中で勤めている、

例えば用務員とかですね、図書室補助とか、そういったものについては校長

から指導が行き届くというふうに思います。ただし、その社会体育の指導者、

ここらあたりがなかなか指導が難しいのかなという気が致しております。そ

れで、教育委員会として来年度の事業としてやらなければいけないものとし

て考えておりますので、社会体育の指導者について、その指導のあり方につ

いての教育委員会が主催をした研修会、こういったものを計画したいなとい

うことで県教委の方に指導者、いわゆる講師になる人が適当な人がいないか

どうかというのを今問い合わせをしているところでございます。 

１ ５ 番 山 口        体罰につきましてはですね、ぜひ本当、学校におられる先生方

についてはですね、いわゆる先生方以外でもですね、学校長を通じて指導を

お願いすると同時に、社会体育指導関係ですね、こういったところも体罰と

いう問題が絡んでおるわけです。そういったところでぜひこれは十分取り組

んでいっていただきたいということで、次の不登校についてでございますが、

不登校というのはですね、これはいろんな問題があって、そう簡単に解決す

ると私自身も思っておりません。ただ、この子達のですね、やっぱり居場所

づくりというのはですね、教育環境整備から考えればですね、教育委員会が

中心になって取り組むべきことなのかなと、例えば、この中にですね、学校

の門はくぐれても教室に入れないとか、それとか家は出て学校に行きたいけ

ど学校に行けないとか、いろんなかたちの不登校がおるわけです。そういっ

た子達の居場所づくりをですね、これを教育行政として取り組んでいただき

たいと思っているわけですが、ここの居場所づくりについてですね、どのよ

うに取り組んでおられるのか、また今後取り組もうと考えておられるのかお

尋ね致します。 

教 育 長        不登校については、本当に難しい問題がございます。一つは教

室に入れない子、それについては学校の中で適当な教室を探して、特に中学

校の場合はですね、そういった場所を設置をしているところでございます。

ところが、先程おっしゃいましたように、学校に入れない、こういった子ど

もの場所をどうするかというのは、これは大きな課題でございまして、次年

度、一つ考えておりますのはですね、図書室に１日だけではございますけれ
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ども、中学校の心の教室相談員が、今３日出てきてもらっていますが、これ

を１日増やして、１日午後だけですね、午後だけなんですけれども、図書室

に待機をさせて、そこを学校に行けない子どもが、その日だけは図書室に来

れる、そういう場所を来年度は作りたいなと思って、これは予算でお願いを

しているところでございます。以上です。 

１ ５ 番 山 口        併せて不登校についてでございますが、先程の教育長の答弁の

中で、やっぱり不登校についてはいろんな要因があると、地域その他、それ

から特に中学校における不登校ですね、一般的に中１ギャップと呼ばれる生

徒だろうと思います。これについては非常に中学校に入った途端に、いろん

な問題から不登校に陥るケースが出てくると、これも単に中学校だけではお

そらく解決できないだろうと、当然そこに小学校から中学校へのつなぎ、こ

ういった分が非常に大事になるんじゃないかと、そういったことでこのつな

ぎとかそういった分についてはですね、学校間は当然ですが、そういった分

の橋渡しというのは教育委員会がすべきだろうと、そこを担当してですね、

つなぎの部分というのは教育行政の中でやるのが、より効果的な部分もある

のではないかと思われますけれども、そういった部分のつなぎと言いますか、

橋渡し、そういったことについてはどう考えておられるか。  

教 育 長        橋渡しを教育委員会がやるというのは、僕は非常に難しいのか

なというふうに思います。ただですね、中学校、一つスーパーバイザーの指

導で分かったことがですね、小学校において、感情表現の苦手な子ども、こ

うした子どもについては、そこらあたりを改善してあげると、予防的な効果

があるだろうということで聞いておりますので、そこらあたり、いわゆる予

防的なものについて小学校でできること、これが入ってくるんじゃないかと

いうふうに一つ思います。 

  もう一つは、現在三小学校が中学校に行く場合に、三小学校まとまって６

年生がレクレーションをしたりしながら中学校の説明会とか聞くんですけれ

ども、そういったふうに小学校の、いわゆる入る時点で知り合いになってお

くというのも一つ大事なことかなと思います。あとは、どれぐらいとれるか

分からないんですけれども、６年生が中学校への体験入学とかですね、そこ

らあたりの可能性は考えていきたいなというふうに思います。  

１ ５ 番 山 口        時間も押してきておりますので、教育長に対して最後の質問に
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させていただきますが、いじめ、体罰、不登校という、これ学校の一番悩み

の多い部分でございます。これが一日二日ですぐ答えが出るとか、そういう

問題でもございません。こういったことについてはおそらく学校の中で一義

的には指導するのが一番重要だろうと考えられますけれども、支援について

ですね、学校の支援ということについて、やっぱり一番教育行政としては大

事に取り組むべき事項であろうと思っております。先程も答弁でございまし

たけれども、再度、来月からは新年度でございます。新年度に向けてですね、

教育委員会として、いじめ、体罰、不登校、どういうふうな来年度の方針、

そのものをですね明確に、こういう方針で臨もうと考えておりますという考

えがあればですねお聞かせいただきたい。最後でございます。  

教 育 長        方針としては先程述べたように思うんですが、ただ決意として

ですね、特に不登校、これは校長とも話しているんですが、目標は限りなく

ゼロに近いものを目指すんだと、そういう決意で望みたい。いじめ、体罰に

ついても川棚町から、いわゆる子ども達が自殺とか、そういったものを絶対

に起こさないと、そういう決意で望んでいきたいなというふうに思います。 

１ ５ 番 山 口        時間が少なくなりましたけれども、防災について町長にお尋ね

します。 

  町の防災計画書の中にですね、自主防災の項にですね、「町が地域住民に

よる自主防災組織の云々」とあってですね、「組織づくりでは郷、町内会等

単位として、または婦人団体とか、青年団体、ＰＴＡ等、自主防災組織とし

て育成する」とあるわけですが、こういった挙げられた団体に対してですね、

どの様な働き方をされているのかお聞きします。 

町    長  お答え致します。この取り組みにつきましては、今からという

ことで考えておりまして、具体的には、いわゆるご質問の中にありますよう

に、地域見守りネットワーク協議会の中でいろいろこれまで議論してきてお

ります。基本的には、これは副町長が主管をしておりますので、足らない分

については答弁をさせますが、今あの、発言の中にありました婦人団体、あ

るいは青年団、そういったことに対してのこれまでの働きかけは致しており

ません。ただ、これからモデル地区を設定して、そして立ち上げていくとい

う経過の中では、そういった団体等の協力をいただくことが当然出てくるの

ではないかと考えます。 
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１ ５ 番 山 口        自主防災組織には、挙げてあるんですけれども、現在、働きか

けとかそういったことは実際にしていなくて、今後そういう動きの中で取り

組んでいくということでございますが、当然、先程の町長の答弁でございま

したが、いわゆる自主防災組織についてはですね、モデル地区等、ゼロから

は難しいということで、モデル地区等をお願いしてですね、町内全域に広げ

ていきたいと、その時にですね、マニュアルとかガイドラインをですね、示

す予定があるのかどうかですねお尋ねします。 

町    長  お答え致します。地域見守りネットワークについてのマニュア

ルは作成をしているわけですが、自主防災組織についてはマニュアルは、あ

るいはガイドラインも作成しておりません。 

１ ５ 番 山 口        自主防災組織についてもですね、これゼロから立ち上げ、モデ

ル地区をお願いしてと、非常に難しい問題だろうと思うんですね。何にもな

いゼロからするというのは、そういったことからいけばですね、マニュアル

なりガイドライン、こういったのを作成してですね、やはりモデル地区等を

お願いされるんであればですね、こういうふうな手順ですよとか、そういっ

たことを示す必要があるんじゃないかと思いますがどうでしょうか。  

町     長  事務的なことでございますので、総務課長から答弁をさせま

す。 

総 務 課 長        自主防災組織のマニュアル、ガイドラインなんですけど、県と

か先進地の他の自治体、そういったものが作ったものは取り寄せをしており

ます。ただそれがですね、非常にやっぱり各自治体で詳しく書きすぎている

という部分がありますので、その時には自主防災組織のマニュアルというの

はこういったものがありますというのはお示しをしながら、各地域に合った

かたちのマニュアル作りができればというふうに思っておるところでござい

ます。以上でございます。 

１ ５ 番 山 口        先程も質問した中で答えがあったんですが、自主防災、川棚地

域見守りネットワークですね、これと自主防災の、いわゆる立ち上げ、これ

はいわゆるスタートラインを同じにしていくという考えなんですけど、間違

いなく、これについては平常時であれば防災の方は動かなくていいだろうと、

ところが現実に考えればですね、地域で立ち上げる場合に、おそらく見守り

ネットワークにしろですね、自主防災にしろですね、ほぼ地区の役員等を考
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えた場合には、同じメンバーが入ってくる可能性があると、そういったこと

を考えればですね、ぜひ同時にスタートラインは持っていただきたいと思っ

ております。だから、地域見守りネットワークのマニュアルはあるけども、

先程、総務課長の方から答弁がございましたけれども、まだ自主防災につい

ては十分なマニュアル、ガイドラインがないんだと、そういったことでござ

いますので、両方一緒に提出していただくわけにはいかないのかお尋ねしま

す。 

町    長  自主防災組織に致しましても、地域見守りネットワークに致し

ましても、そういったマニュアルはぜひ必要だと思っております。そういっ

た中で、特に避難計画については、それぞれ地域の特性がありますので、均

一的なマニュアルとしてはできないかもしれませんけど、その地域の実情に

合った、そういったものを同時に作っていかなければと、このように考えて

おりますので、そのように努力をしていきたいと思っております。 

１ ５ 番 山 口        同じく地域見守りの件でございますが、これの先程設置協議会

ですね、こちらの方は直接動かないということで、それはそれで結構なんで

すが、ただ昨年ですね、条例制定の説明の中でですね、地域見守りのキーパ

ーソンは民生児童委員を考えていると、そういう説明があったわけですが、

これが決して民生児童委員の方が不適応とか、そういうことではないんです

けれども、この方のキーパーソンで、果たしてこれが構築できるのかどうか、

そこをどう考えておられるのかお尋ねしたい。 

町    長  今議員がご発言のように、当時担当課長は「民生児童委員をキ

ーパーソンとして考えている」という説明を致しましたが、「私は自治会の

会長に中心となっていただく必要があるのではないかと、このように考えて

おりまして、基本的にはそういうかたちで構築していきたいと考えておりま

す。 

１ ５ 番 山 口        確かにですね、地域見守りネットワークも非常に災害時の要援

護者等、データ的には民生児童委員の管轄だろうと思いますが、やはりこれ

は自主防災、それから地域見守りの場合も、災害時の要援護の場合になれば

ですね、どうしても民生委員だけで動きがたいと、そういった点で考えれば

ですね、もう少しここの部分のキーパーソン云々じゃなくてですね、こうい

った言葉が出てくるから非常に紛らわしくなってですね、逆にキーパーソン
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は誰々だと言われればですね、責任の所在がはっきりなくなって、じゃそち

らでやってくださいというかたちになっていくんじゃないかと、だからそう

いった点というのはですね、もう少し地域で動けるようなかたちで取り組ん

でいただきたいと思いますが、そこらへんどうお考えでしょうか。  

町    長  民生委員をキーパーソンにという発言をした背景にはですね、

実は、要援護者を日頃から見守りをしていくという体制づくりには、要援護

者の個人情報をそれぞれの地域の方に知らせるということが発生を致しま

す。一般の方でありますと、個人情報の保護についての、いわゆる法的規制

がありませんので、そういった意味ではキーパーソンは民生委員とした場合

には、民生委員には個人情報の保護義務、そういったものが課せられており

ますので、この件についてはそういった判断の中で表現を致しております。

しかし、基本的には先程申し上げましたように、地区の総代さんを中心とし

て民生児童委員さん方の協力をいただきながら進めていきたいと考えており

ます。 

１ ５ 番 山 口        時間ございませんので、以上で終わります。 

 

議    長  ここでしばらく休憩致します。 

 

（…休  憩…） 

 

議    長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

議    長  次に、福田徹議員。 

３ 番 福 田        本日は定住化対策について質問を致します。 

  近年、日本の抱える問題の一つに人口減少が上げられ、日本の将来が懸念

されております。そして、その問題は本町においても同様であります。本町

の人口の推移は、わずかながら減少傾向にあり、平成２４年１２月現在、１

万４,７５２人であり、平成１２年のピーク時から約５００人が減少しており

ます。その原因には、国においては出生率の低下、未婚、晩婚化が上げられ

ております。本町においても、あてはまるのではないかとも思われますが、

本町を含め地方における根本的な原因は都市部への人口流出にあるのではな
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いでしょうか。これまで多くの議員から、その対策について一般質問がなさ

れ、私も平成１８年、平成２０年、平成２１年に本町の人口を増やし、町を

活性化させるための定住化策や、企業誘致などの質問をおこなっております。

答弁としては、その対策として、「住まい理想のまち」という標語を掲げ、

住環境の整備に努め、福祉の充実、企業誘致など、本町でも対策をとってお

るということでありました。今朝も施政方針の中や、先程の堀田議員の質問

に答えておられる中で、本年度の、これから明日、企業誘致に向けた町長の

意気込み等が表明されております。「自然を愛しくらし輝くまち」という標

語のもとに、引き続き努力されておられるのが分かりました。しかし、思う

ように人口は増えてきておりません。むしろ減少しており、本町の人口が１

万５千人を切った今、事態は深刻と捉え、再度質問を致します。  

  明日、議案として企業誘致にかかる事務を産業振興課から企画財政課に移

す課室設置条例の改正が予定されております。より効率的な企業誘致を推進

しようかというものではないでしょうか。企業誘致と、それによる雇用創出

などの波及効果は大きく、実現すればそれに越したことはありません。しか

し、企業誘致が思うように進まない状況の中で、一つの選択肢として今後の

まちづくりの方針として、くらし輝くベッドタウンを目指したまちづくりに

取り組まれてはどうでしょうか。そこで、次の三点について町長の考えを尋

ねます。 

  一つ、近年、町内のスポーツ施設は整備が進み、昨年は新たな施設として

大崎多目的広場が完成し、新町テニスコートの大規模な改修がなされるなど、

町民の利便性はますます向上しております。さらに、下百津埋立地には県に

要望している運動広場という新たな構想もあります。そこで、スポーツ施設

の充実と同様に町内文化施設の充実にも力を入れていただきたいと思いま

す。 

  私は、公会堂及び中央公民館は長寿命化を図るための工事を済ませてはい

ますが、町の文化を支え、中心的な核となる図書館がもう一つ必要ではない

かと考えます。これが住み良いまちづくりの一環ではないかと考えます。私

はこれまで、何度も一般質問で取り上げてきていますが、前回の質問時の答

弁では、古賀教育長は総合計画に上がっていないので建設する考えはないと

答えられております。第５次総合計画はスタートしていますが、中間点の平
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成２８年には、後期基本計画を見直しもされていくようになっています。図

書館建設構想を立ち上げ、後期基本計画に盛り込み魅力あるまちづくりに取

り組むという姿勢を具体的に示してはどうでしょうか。 

  二番目に、今、町のホームページには、通学路の安全対策の箇所及び対策

の状況が、地図と共に写真も一緒に掲載されております。ああいうのを見ま

すと、町の事業と、その取り組み状況がよく分かります。特に保護者の方に

は、対策がなされているのを見られ安心されるのではないでしょうか。そこ

で、安全なまちづくり、暮らしやすいまちづくりのため、町道の見直しを行

い、生活しやすい町を目指した町内道路網を整備すべきではないでしょうか。

その計画を早期に具体化し、町の将来像を示してはどうでしょうか。 

  三番目に、川棚町としては定住化に繋がる施策として実施されているもの

が多々あるとのことですが、対外的な宣伝が不十分ではないかと思います。

そこで町長の定住化への意気込みをキャッチフレーズとともに、町で実施し

ている定住化対策をとりまとめ、町外にアピールしてはどうでしょうか。ま

ずは、町のホームページ上に定住化推進のバナーというんでしょうか、そう

いったものを配置して、町が力を入れている、そういった姿を示してはどう

でしょうか。そして、定住化対策に推進をしている、定住化対策のキャッチ

フレーズを公募すれば、それも宣伝効果になると思います。そのキャッチフ

レーズを公募し、例えば賞金などを付ければ話題にもなり、町の知名度も上

がるのではないかと考えます。検討してみてはいかがでしょうか。以上、三

点についてお尋ね致します。 

町    長  福田議員の定住化対策についてのご質問にお答え致します。  

  ただいま福田議員からは、定住化対策についての質問がありましたが、そ

の中で企業誘致が思うように進まない状況であり、今後のまちづくりの方針

として、暮らし輝くベッドタウンを目指してはどうかとのご提言がありまし

たが、企業誘致につきましては、先程議員もおっしゃったように、これまで

以上に力を注ぐよう専任の係を設置致しまして、積極的に進めていく所存で

ありますので、ご理解をいただきたいと思います。まちづくりの方針あるい

は町の将来像であります第５次川棚町総合計画で定められた「自然を愛しく

らし輝くまち」というのは、思うようにことが進まないから変更する、そう

いった性格のものではないと、このように理解を致しております。それでは
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一項目目から順にお答えを致します。 

  「文化施設の充実を図るため、総合計画に図書館建設を盛り込み、魅力あ

るまちづくりを示してはどうか」とのお尋ねでございますが、図書館建設に

つきましては、これまで何度となく一般質問があり、一番近い議会での質問

は、これは教育長にいただいた質問ですが、平成２２年１２月の定例会であ

ります。その折の教育長の答弁では、先程議員が質問の中でご発言された意

味合いとはちょっと違いますけれども、「教育委員会として第５次川棚町総

合計画に図書館建設計画を取り上げる時期ではないという認識を持っており

ます」と、このように教育長は答弁をしておりまして、その判断を尊重した

いと考えております。 

  二つ目の「町内道路網を整備し、生活しやすい町として将来像を示しては

どうか」とのお尋ねですが、道路交通網の整備につきましては、総合計画で

は「快適で安全な暮らしを支えるまちづくり」の中に掲げており、またその

施策と致しましては、広域幹線道路と地域幹線道路、生活道路の整備充実を

掲げているところであります。現在、高規格道路であります東彼杵道路の建

設促進を初め、国道２０５号線の整備事業、町道東臨港線の改良工事等を進

めておりますので、将来像は示しているものと、このように考えております。 

  三項目目の「定住化へ意気込みをキャッチフレーズとともに町で実施して

いる定住化対策をまとめ、町外にアピールしてはどうか」についてお答えを

致します。本町では、これまで総合計画に沿って行政施策を展開しておりま

して、平成２３年３月に策定された第５次川棚町総合計画では、その将来像

は先程も申し上げましたように、「自然を愛しくらし輝くまち」と定められ

ております。これがキャッチフレーズと、このように認識を致しております。

町で実施している定住化施策をとりまとめ町外にアピールしてはどうかとの

点につきましても、町民の皆様方に行政サービスを提供し、満足をいただく

ことが定住化につながることではないかという考えを持っておりまして、そ

の施策のどれもが必要な施策と、このように理解を致しております。そのよ

うなことから、町民の方々に行政施策の周知を図ることを目的にホームペー

ジでの広報に努めておりますが、そのこと自体も町外へのアピールにもつな

がっているものと考えております。ただいま議員からは、定住化対策をまと

めて、そしてホームページで発信してはどうかというようなご質問もいただ
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きましたので、今後、その充実に努めてまいります。以上でございます。  

３ 番 福 田        図書館建設についてですね、前回、総合計画に載っていないと

いうふうなことでありましたけれども、総合計画について町長はどういうふ

うに思われているのか、昨年１２月、堀田議員さんの一般質問に答えている

中でですね、「総合計画の中に詳しく載っていなくても、予算説明の中で具

体的な項目を上げ説明している」というふうなことで、載っていなくても進

めている事業というのは多々あるんだろうというふうに受けとめておりま

す。計画がなくても、載っていなくてもですね、取り組む、研究とか、そう

いったことはあって然るべきだと思うんですけど、そういうふうに理解しと

っていいんでしょうか。 

町    長  お答え致します。ただいま堀田議員の質問に対する答弁を例に

とってご発言をされましたが、基本的には総合計画に沿って行政運営をする

というのが基本でございます。従いまして、全ての事業において総合計画に

沿って実施をしていると、このように理解を致しております。従いまして、

今朝の施政方針の説明の中にも１から５までの施策の体系に基づいて説明を

したわけでございます。そのような認識を持っております。以上でございま

す。 

３ 番 福 田        今日の質問は町長にというふうなことで書いておりますが、そ

の「時期でない」という、「図書館建設を総合計画に掲げる時期ではない」

というふうな答弁だったかということで、「時期ではない」とありますが、

教育委員会として学校施設やら文化施設、体育施設もそうですけど、そうい

ったものの長期計画、そういったものには図書館はどういうふうな位置づけ、

全く載っていないのか、そこらへんは答えていただけますか。  

教 育 長        教育委員会でやる事業につきましては、事務事業評価とかで上

げていくんですが、その中に図書館はございません。 

３ 番 福 田        町長にお尋ねします。以前、庁舎建設とかっていう時にも図書

館とか検討されたわけですよね。また、長崎県立図書館の誘致とかいうこと

で、図書館についての町民からの要望も多いかと思いますが、そこらへんは

どのように受けとめておられますか。 

町    長  お答え致します。図書館建設については、その要望を直接具体

的にたくさんの方からいただいたという例はございません。ただ、教育長も
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同じ考えでございますが、教育施設として、あるいは議員がおっしゃるよう

な視点から図書館はできれば必要だろうと、こう考えております。ただ財政

的な事情がありまして、まだ具体的に計画を示す段階に来ていないのではな

いかと、私はそのように理解を致しております。以上でございます。  

３ 番 福 田        二番目に移りたいと思います。まちづくりの中で基幹道路、町

道としての基幹、または生活道路の充実に努めるというようなことがござい

ましたけれども、将来のまちづくりを考えた時に、私は道路網がいろんな町

内のゾーン、ゾーンによってあるんだろうと思いますが、道路網も十分な議

論の上にまちづくりの基礎として検討されていくべきだろうと思うんですよ

ね。そこで生活しやすい町なんだというまちづくりの中で、コミュニティバ

スとか、そういったものが将来また上がってくるんだろうと思うんです。そ

ういった時に、町の生活道路、例えて言えば、大きな都会では循環道路とか

というのがありますけど、そういうふうに準ずるような、町内が多目的にリ

ンクするような道路づくりに、将来ですよ、４０年とか５０年とかっていう

スパンで考えた時に、そういったものを検討するっていうんですかね、そう

いったのは１０年ごとの総合計画の時にも出てこないのかな、出てくるのか

なと思うんですけど、そういうふうな長いスパンの協議と言いますか、将来

構想、そういったのはされることはないんでしょうか。 

町    長  お答え致します。議員の質問の主旨がよくつかめずにですね、

私も的確な回答ができずにおるんですけど、現在の道路網の中で、不便を感

じる部分については、その都度拡幅改良したり、あるいは新設道路を計画し

たりしているわけですね。それ以外に何か将来にわたっての計画を作ったら

どうかというような主旨のご発言ですか。現在では考えておりません。 

３ 番 福 田         現在の町道等の整備については、その着々と安全対策をとられ

たり、整備されているのは分かっているんです。ただ将来的にまちづくりを

考えた時に、町道がどういうふうにつながっていくのか、その渋滞とかです

ね、対策も考えて、町の道路網がどうあるべきかというのを考えることはな

いかというふうな質問なんですけど、再度お願いします。 

町    長  お答えします。将来的なまちづくりの計画の中に、計画を考え

るときに道路だけではなくして、宅地開発であるとか、あるいは、いわゆる

都市計画そのものを考えていかないと、その中に道路網をどう位置づけるか
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ということで考えていかなければ、その道路網だけの整備ということについ

てはちょっと無理があるんじゃないかと思います。 

３ 番 福 田        今度の予算でも上がってくるかと思いますけど、基幹農道川棚

西部線が計画されております。その道路には、取付道路と言いますか、工事

のためのものもありますでしょうけど、その後の利用を考えた時に、農道に

隣接した工業団地を考えられたり、考えられるというふうな話が以前あって

おりました。当然、住宅も張り付いてくるんではないかと私は思うんです。

そういった農道から町中心部といいますか、生活道路として考えた時に、そ

ういう取付道路もまちづくりの中の一環として工事の利便性ではなくてです

ね、まちづくりの一環として、総合的に取付道路も計画されていくべきだと

思うんですけど、そういう視点に立っていただけますか。 

町    長  お答え致します。基幹農道川棚西部地区につきましては、ご承

知のように今年から用地買収事務にとりかかることになっております。した

がって、もし完成した暁には、今議員がおっしゃるような工場用地に適する

所も、もしかしたらできるかもしれませんし、あるいは住宅地区として適当

な場所になるかもしれません。しかし今は、用地交渉を進める段階に来てお

りますので、そういった議論をするべき時期ではないのではないか、まずこ

う考えます。それから具体的に農道ができた場合に、取付道路を新たに計画

すべきではないかというようなご質問がありましたが、これについては現在

の町道に取り付く箇所が数カ所ありますので、これを基本的に整備をする必

要があるんじゃないかということで、今検討をしているところでございます。

以上でございます。 

３ 番 福 田        今のお答えにちょっと確認ですけど、現在ある町道に接続する

部分の道路を整備していくというふうなことでよろしいんですか。分かりま

した。 

  町道と国道と接する部分を考えてみますと、川棚西部地区の方は信号もな

くてですね、なかなか国道に出にくいところ、右折しにくいところがあるの

ではないかと思うんですけど、直接、町道の整備ではありませんが、そうい

ったものは認識されておられますか。 

町    長  お答え致します。町道と国道の接する部分ということでの限定

でのご発言でしたが、国道２０５号線につきましては、あと一箇所は残って
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おりますけど、それ以外の交差点については、右折レーン等とも整備をされ

改良済みでございます。ただ一箇所については、今用地交渉が困難をしてお

りまして、進んでいないのが状況でございます。 

  今議員からは、町道からの視点についてのご発言だったと思いますけども、

町道からの国道に出る場合の、いわゆる取付というのは、危険箇所はいくら

か存在するのではないかと思います。例えば、今急に思いついたんですけど、

白石地区の豊姫神社から上がってきて、そして鳥居の横を通って国道に接す

る道路、これについては大変鋭角でありますし、また国道の見通しも悪いと

ころでありますので、そういう認識は持っております。また白石地区の下内

から国道に出る道路、こういったところもそういうふうな感じは致しており

ます。そういうことで、いくらかそういう箇所はあるようでございます。  

３ 番 福 田       三番目にいきます。先程私はキャッチフレーズをと言ったんで

すけど、町長ちょっと私の説明が悪かったのか、町のキャッチフレーズでま

ちづくりは進んでいるんだというふうな答弁だったと思いますが、私が言い

たいのは、まちづくりじゃなくて、定住化をどうアピールするかという点で、

定住化に力を入れていますよというキャッチフレーズですね。例えて言いま

すと、福岡県古賀市、ここは「新米さんいらっしゃい事業」とかいう名前が

付いているそうです。探せばいろんな町がいろんなネーミングで取り組んで

いるんではないかと思います。定住化にもつながるんだろうと思いますけど、

もう１０年程前に行ったときに、熊本の大津市、今は大津町ですね、あそこ

は「子育て日本一の町」、そういうふうなキャッチフレーズでまちづくりを

されておりました。それもまた定住化につながると言えばつながるんですけ

ど、私が言いたいのは、定住化に川棚町が力を入れているんだということを

アピールするキャッチフレーズです。そういったものは検討できないかと。 

町    長  お答えします。福田議員はキャッチフレーズにひどくこだわっ

ていらっしゃるようですが、キャッチフレーズもＰＲのためには非常に大事

な部分だと私も理解致します。ただそれに伴う施策の展開をどのようにして

いくか、これが大きな課題でありまして、そういったところの政策の整備が

必要ではないかと思いますので、まずはそういった方向に力を入れていきた

いと考えております。 

３ 番 福 田        ちょっと町長の答弁がトーンダウンしたのかなと、一瞬びっく
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りしたんですけれども、いろんな施策は町の「自然を愛しくらし輝くまちづ

くり」のもとに行っている施策、そういったものが定住化につながると、住

民の満足はもちろんですね、それが定住化につながるんだろうということで

すけれど、定住化を推進するという以上は、どこかやっぱり町をアピールす

るものが欲しいんですよね。やっぱり必要だと私は思うんです。何がよそと

違うのか、どこに力を入れているのか、そういったものがキャッチフレーズ

として出てくるもので、当然後から出てくるものだと思います。施策の後に

ですね、では言い方を変えますと、川棚町がよそと違って何か定住化に対し

て魅力はよそよりもあるんですよと、こういう施策をしているものがありま

すか。 

町     長  よそよりもありますかという質問ですが、私はあると思いま

す。それはどういうことかと申しますと、これまで川棚町では町の将来像を

「住まい理想の町」として掲げて、２０年間、３０年間ですか、行政が進め

られて来ております。その中で、いろんな施策が展開されておりまして、こ

のような「住まい理想の町」に近づいてきているわけでございます。そうい

ったことでご理解をいただきたいと思います。また、昨年度から実施をして

おります子育て支援の一環として保育料の第二子無料化、これも定住化につ

ながる施策ではないかと、このように考えておりますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

３ 番 福 田        だから近隣自治体とかよりも、そこが本町は力を入れているん

ですよというのがあるのか、そういうふうに捉えていいんですか。今言われ

たことが。 

町    長  福田議員の質問の意味がよく分かりませんが、先程私が答弁し

たのは、定住化対策として町は誇れるものもありますという一例の中に、子

育て支援は挙げました。そういうことであると思います。 

３ 番 福 田        本町が２０年「住まい理想のまち」というキャッチフレーズの

もとにまちづくりを進めたことが、先程町長が言われた多くの施策が本町の

魅力であると、よそより優れていると、しかし具体的に何がというのがない

とアピール力が弱いわけですよね。例えて言えば、よそに比べて５０項目ぐ

らい挙げるのであれば５０項目ぐらいありますよというのが一つでしょうけ

ど、やっぱり一つ二つ何か特別他町よりも魅力があるんですよというアピー
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ルをしないと、私はどこかに力を入れていいんじゃないかなと思います。各

課でですね。各課の中で、どこの課か分かりませんけれど、やりたいという

アピールするものを作っていくべきだと思います。定住化を推進したいとい

うのであればですよ。よそと同じようなこと、同じようなことと言っては悪

いですけれども、先程２つ程挙げられましたけれど、確かにそれがよそより

も魅力的であるというんであれば、それをアピールすべきであるし、何か目

玉を作っていくべきだと思うんですけど、どんなでしょうか。  

町     長  定住化促進のために何か目玉を作っていくべきだというよう

な主旨のご質問でございますが、それはもう当然であろうと思います。そう

いった中で先程も言いましたように、２０年間にわたって「住まい理想のま

ち」を求めて川棚町は行政運営がなされてきました。そういった中で現在の

川棚町があるわけです。そして今後は、これからさっきちょっと視点を変え

まして、町民の皆様方の暮らしが輝く町にしようと、そういった中で毎年度

予算に計上して、そして議員のご理解をいただいて事業を進めているわけで

ございます。そういったことで進めておりますので、特にこれが目玉ですよ

と、わざわざ言う必要もないかと思います。ただ、議員が一番最初にご質問

がありましたようにホームページで、その部分を特化してＰＲのための、い

わゆるページを作ったらどうか、これについては一番最初に申し上げました

ように、そういったその充実に努めていきたいということを申し上げており

ますので、そのような考え方で進めていきたいと考えております。以上でご

ざいます。 

３ 番 福 田        Ｕターン、Ｊターン、そういったものも定住化につながるんだ

ろうと思うので、２３年６月に田口議員さんがＵターン、Ｊターンで本町に

住んでいただくことで町の活性化につながるのではないかというふうな質問

があっております。その時に、「一つの効果的な施策だと思っており、今後

調査研究したい」というふうに答えておられますので、その後どうなってい

るのかお聞きしたいと思います。 

町    長  Ｕターン、Ｊターンのことにつきましては、確かに町の活性化

あるいは人口を増やす方策としては、これは効果的だろうというふうに思っ

ております。そこでこのＵターン、Ｊターンを進めるためには、そこに何か

の魅力を持たなければそういう事業は取り組めないというふうに考えており
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まして、まずは農業サイドから農地の貸し借りができる制度を作ってみよう

ということで、今取り組んでおりまして、これは前の議会でも申し上げまし

たように、農地の貸し借り制度について農家の意向調査などをしておりまし

て、そういったことがまとまりましてから具体的に進めていきたいと、この

ように考えております。以上でございます。 

３ 番 福 田        農地についてそういうふうなことを研究中だということであり

ますので、もう一歩進めれば空き家にもつながってくるんじゃないかと思い

ます。そういった事例が結構よそでもあっておりますので、そういったもの

にも将来的にはいくのかなと思うんですが、そう思ってよろしいんでしょう

か。 

町    長  空き家対策につきましては、この後久保田議員から質問を受け

ることにしておりますが、空き家を活用するということになりますと、それ

は今議員がおっしゃるように定住化人口の促進にもつながる事例ではないか

と、このように考えます。 

３ 番 福 田        終わります。 

議    長  ここでしばらく休憩致します。 

 

（…休  憩…） 

 

議    長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

議    長  次に、久保田和惠議員。 

１４番久保田  私はまず一般質問に入る前に、まもなく東日本大震災より２年

になろうとしています。２月末でお亡くなりになられた方が１万５ ,８８０

人、いまだ行方不明の方が２,６９４人、その中に２問目に質問致しますが、

藤沼ダムの決壊によって亡くなられた方８人も含まれています。ご冥福をお

祈りいたしまして一般質問に入らせてもらいます。通告文に従って質問をお

こないます。 

  第一に老朽危険空き家対策について尋ねます。町内には放置され廃屋とな

った危険な空き家があります。近隣に住む住民の方々は、防災、防犯、衛生

の悪化などから不安な毎日を送っており、崩壊、倒壊、屋根、外壁の落下な



- 59 - 

どの恐れのある空き家対策が求められています。住民の安全、安心な暮らし

と町の景観を守るために条例の制定や、解体促進のための補助を行う考えは

ないか尋ねます。 

  第二に石木ダム建設について尋ねます。石木ダム建設並びにそれに伴う県

道、町道、農道用道路付替工事の事業認定にかかる公聴会の開催の日程が決

まりました。公聴会の開催の目的は、主催者が事業の認定に関する処分を行

うにあたって勘案すべき情報の聴取、収集にあり、事業の認定の審査にあた

って無関係な意見及び質問はできないとなっています。公聴会の先にあるも

のは、社会資本整備審査会、収用委員会であり、強制収用の有無がここで決

まり、反対する選択の余地はなく、代執行、強制収用と進むと考えられてお

ります。石木ダム建設予定地の地権者の方々は１９７２年の当時の町長の「地

元の同意が得られなければ独断専行はしない、強制執行などの行為に出た場

合は総力を挙げて阻止行動をとる。」などの意見書を信じ調査に同意をされ

ました。しかし、その１０年後、機動隊を動員しての強制測量が行われまし

た。石木ダム建設予定地に住んでおられる方達は、一貫して「自然豊かな、

そして先祖が築き上げた川原の地を子や孫に残すために不必要なダムはいら

ない。自然に恵まれた土地に住み続けたい」と、ただそれだけを願って生活

をされておられます。当初のダム計画を大きく歪曲化してでも造らなければ

ならないのか。次の五点について町長の考えを尋ねます。 

  一つ目、水の輪の第８１号にダムの必要性について「ダムによる経済効果、

川棚川の治水で安全なまちづくり」と掲載されていました。どのような経済

効果をもたらすのか尋ねます。 

  二つ目、本当にダム建設で洪水被害は防げるのか、その根拠について尋ね

ます。 

  三つ目、平成２０年７月に行われた石木ダム事業説明会では、工事種別毎

に工程表が示され、平成２８年度末事業完了を目標として、そのためには平

成２５年度着工と、県と佐世保市は言い続けています。しかし、付替道路の

工事も中断したままで、本体着工の目途は立っていません。町は用地取得に

どう関わるのか尋ねます。 

  四つ目、憲法１３条には、「全ての国民は個人として尊重され、生命、自

由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、



- 60 - 

立法、その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。」とあります。また２

２条では、「何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転の自由を有する」

とあり、また２９条でも「財産権はこれを侵してはならない」とあります。

地権者の皆さんの憲法で保障された権利について町長の考えを尋ねます。  

  五つ目、石木ダム建設予定地の上流に住まれている方達への対策はどう考

えておられるのか尋ねます。 

  第三に、城山公園の整備について尋ねます。城山公園では多くの町民の方

々がレジャーにスポーツに楽しんでおられます。利用している方々から広場

の周りの側溝に蓋を設置してほしいと要望がありました。工廠の見える丘公

園、戦争遺構が残っている昔から町民に親しまれてきた城山公園が、町民に

とって安心して利用できるように溝蓋を設置する考えはないか尋ねます。以

上、三点についてお尋ねします。 

町    長  久保田議員の質問に順次お答え致します。 

  まず、老朽危険空き家対策についてでございます。ご質問の老朽空き家、

廃屋につきましては、少子高齢化や人口の減少に伴いまして、全国各地で問

題になっておりまして、各地方自治体もその対応に大変苦慮されているよう

でございます。そして、この空き家等につきましては、本町も同様でござい

まして、増え続けてきておりますので、どのような対応や対策が必要なのか

調査研究を始めたところでございます。今後、住民の安全安心な暮らしと町

の景観を守るために、どのような制度の構築ができるか議員からもご提言を

いただければ大変ありがたいと思っております。 

  続きまして、石木ダムの建設についてのご質問にお答え致します。石木ダ

ムの建設についてでございますが、久保田議員はただ今の質問の中で、公聴

会の開催が決まったことに触れられ、今後、強制収用へと進むとの考え方を

述べられましたが、私はそのようには考えておりません。ご承知のように３

月２２日の金曜日、１３時から、３月２３日の土曜日、１０時３０分から、

それぞれ川棚町公会堂で公聴会が開催されることとなっております。この公

聴会は事業認定庁であります九州地方整備局が地域住民の皆様方から広く意

見を聴取するために開催されるものであり、当日は石木ダム建設に賛成の立

場、反対の立場からそれぞれいろんな意見が発表されるものと、このように

思っております。その後、国の第三者機関であります社会資本整備審議会で
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審議され、認定の是非が判断されるものと思います。その中で、この事業に

ついて公益性等があると判断されれば事業認定の告示と合わせて認定理由が

公表されますし、公益性等がないと判断されれば、事業認定は行われないも

のと思われます。そして、事業認定を受けると起業者としては、将来収用委

員会に裁決申請ができる条件は整いますが、あくまでも収用するためには、

別途収用委員会の手続きが必要となるものであり、事業認定自体が直接収用

につながるものではないと、このように認識を致しております。今、議員か

ら強制収用に進むという前提の中で五点ほど質問をいただきましたが、今は

公聴会を含め事業認定手続きの推移を見守る、そういった時期ではないかと、

このように考えておりますので、その旨答弁と致します。 

  次に、城山公園整備についてお答え致します。「城山公園を安全に利用す

るために側溝蓋設置の考えはないか」とのご質問でありますが、城山公園は

幼児の遊び場、小学生の遠足や慰霊碑等の行事関係で使用されておりますの

で、ご質問の広場の側溝蓋の設置については必要と考えております。現在、

都市公園については城山公園を含む２１の公園において遊具の老朽化や不具

合による取替補修工事を優先して年次計画で進めておりまして、それが平成

２５年度、いわゆる新年度でほぼ完了の予定であります。したがいまして、

ご質問の件は平成２６年度の事業として考えておりますので、ご理解をいた

だきたいと思います。以上、答弁と致します。 

１４番久保田  一問目の老朽危険空き家対策について、自席からの質問をおこ

ないます。 

  私が考えている一番危ないと思われる建物はですね、皆さんもご存知だと

思いますけれども、白石のＳカーブのところに２階建ての一軒家があります。

屋根の上にはユニエーターっていうんですかね、それが乗っておりますが、

専門家の方に聞きますとユニエーターが空になった場合は、台風などでも飛

ぶということでした。そして、あの建物も大分朽ちておりまして、夏になっ

たら蔦などで覆い被さって、雑草で覆い被さって見えなかったんですけれど

も、今枯れておりまして全景が見えて本当に危ない。瓦でも落ちてきたり、

あそこでぐさっと崩れてきたりしたら本当に大変だと思いました。それから

後一軒は岡村衣料の裏にあるんですけれども、もう外壁も屋根もほとんどな

いというふうな状態で、あれが突風で飛ばされてくれば、やはり近所の人達
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は危なくて安心できないということもおっしゃってます。もしいたずらにで

も放火をされたりした場合には大変なことになると思います。それで、町長

も考えていると、施策を練っているところだとおっしゃっていますので、よ

その自治体のを調べてみましたら、やはり全国の中でですね、まだそんなに

多くはありませんが、２０１２年の１月の調査で５４の自治体がこういうふ

うな条例を作っているところがあります。私も朝倉市の条例を引き出してみ

たんですけども、こういうのはあるべきではないかというのが一つあります。

それからもし、これを解体する場合にも解体費用がかかります。だいたい平

均で７０万円かかるとおっしゃっています。そして今度は解体した場合には、

固定資産税が６倍程度になるという問題があります。そういうので、解体を

阻む理由ということになると思いますけれども、今行政側でも調査されてい

るとおっしゃっていますけれども、川棚町の中で大体問題となる空き家とい

うのが、どのぐらいあるかは掴まれているんでしょうか。まだそこまではい

っていないんでしょうか。 

町    長  空き家の状況についてお尋ねでございますので、お答えを致し

ます。この廃屋の問題につきましては、実は川棚町総代会の中でも話題にな

っておりまして、すでに実態調査をなさっていらっしゃいます。その資料に

よりますと、廃屋が２８戸、そして空き家が４７戸、合わせて７５というふ

うに総代会では把握をなさっていらっしゃいます。そういったことで、これ

についての対応策を早急に町として考えてもらいたいという要望もいただい

ておりますので、先程あのような答弁をしたところでございます。まずはそ

ういった状況であることをご答弁申し上げます。 

１４番久保田  この廃屋が２８戸、空き家が４７戸、この持ち主の方達とは連

絡がとれる状況なんでしょうか。それとも全くの放置された状態のままなん

でしょうか。 

町    長  お答えします。まだ今質問があったような内容については把握

を致しておりません。調査研究を始めようということで取り組んでおります

けれども、今議員がおっしゃったように、特に危険な箇所については、個々

に総代さんの方から町に情報を受けることにしておりまして、そして今おっ

しゃったような所有者であるとか、あるいは地上権の設定があるものかどう

か、そういったことまで含めて今後の対応をしていきたいと、このように考
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えております。 

１４番久保田   先程の福田議員の空き家対策の空き家を活用してということ

で、これ関連をしておるんですけれども、空き家対策の補助と、それからこ

の空き家を解体する補助というのは国の制度の中にもありますので、ぜひ利

用していただきたいと思うのはですね、私の持っている資料の中においては

ですね、０９年に国は過疎地域と旧産炭地域に限っていた空き家撤去費の補

助対策ですね、これを人口減少が認められる市町まで拡大しております。そ

れで空き家の実態調査とそれから国の支援制度の適用ですね、このことを利

用していただきたいというのと、付け加えますが、私の質問ではありません

が、定住促進空き家活用事業というのも国にありまして、過疎地域市町村な

どを対象に空き家の改修に必要な経費に対する補助、こういうのもあります

ので、ぜひ実態を掴んでそういう制度を大いに利用していただきたいと思い

ます。そういう制度があるということで、ぜひですね利用していただきたい

と思います。 

  次にですね、二つ目の石木ダム建設についてのことですけれども、町長は

事業認定がですね、必ずしも収用につながらないというふうにおっしゃいま

したが、事業認定が行われてダム建設につながらなかったという事例がある

んでしょうか、そこをお尋ねします。 

町    長  自分では調査をしておりませんが、公聴会まで進んだらほとん

どの事業が前に進んでいるという説明は受けております。以上でございます。 

１４番久保田  公聴会まで進んだら、ほとんどの事業が前に進んでいる、そう

いうふうになるので、私は先程５つの点について質問をしております。それ

でその、水の輪ですね、これは石木ダム事務所が全戸配布をするわけですか

ら、これを町民の皆さん達は見られるわけですよね。私達はこれは本当にま

やかしというか、推進の方に仕向けようというふうにしか思えないんですけ

れども、この中にもですね、水の輪の７４号ですね、その事業認定の話合い

が進めば、移転先の土地などの斡旋にも誠心誠意努めますよとか、移転補償

などの提示が示せて、併せてご本人の希望に添うように進められますとかで

すね、もう本当に反対地権者の方達の心を逆なでするような、そして間違っ

てもですね８割の方達は移転に承諾して残られた１３戸の人達が反対されて

いるというふうに、常に町の行政も議会もそういうふうに言うんですけれど
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も、川棚町の中にはですね１３戸以外にもダムは必要ないという人達もたく

さんいらっしゃいます。私達が署名をとったときに４千筆以上の方達からも

署名をいただきましたし、今長崎市でも署名をとっております。一時間半ぐ

らいで２００筆の方達の反対の署名が集まった。これを県知事に提出する予

定をしております。それで先程私が出しました５つのことをですね、先程の

ほとんどの事業が前に進むということを前提にして、さっきの５つのことに

答えていただきたいんです。本当に石木ダムが建設できれば、洪水は防げる

んでしょうか。そうお考えでしょうか。それと経済効果、これに水の輪８１

号に掲げてあります賛成、推進派の方達の意見の中にダムによる経済効果と

か、川棚川の治水で安全なまちづくりが実現できるというふうに書かれてい

て、これを全戸に配られているわけですから、これが配布を行政が許してい

るんだから、これについて、このことについて私の質問に答えていただきた

いと思います。まず一問と二問についてお答えください。 

町    長  お答えします。ただいまは、議員からは水の輪７４号の内容に

ついてお尋ねでございますが、これは私は発行責任者ではありませんので、

私に質問をされても答えようがございません。そしてまた、先程から言いま

すように、今は公聴会を含めて今後の推移を見守る時期だと考えておりまし

て、それ以上のことについては今日は答弁をする考えは持っておりません。

久保田議員は、先程おっしゃいましたように、強制収用を前提としての質問

だというふうにおっしゃいました。私はそうは考えておりませんで、先程言

いましたように、この事業認定とそれから収用とは、また別の手続きである

というふうに考えておりますので、公聴会すなわち強制収用とは考えており

ませんので、そういった前提としての質問にはお答えする考えは持っており

ません。 

  今回、５つの質問をいただきましたけれども、例えば一番の本町への経済

効果というものについては、町では算出をしておりませんし、答えようもご

ざいません。また、ダム建設で洪水被害が防げるという根拠はという質問で

ございますが、これは起業者ではありませんので、私の方から答えることは

できないと、このように私は思っております。 

１４番久保田  大変なことじゃないでしょうか。この水の輪の発行責任者じゃ

ないので中身は知らないというのは、これは大変なことだと思いますよ。じ
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ゃあこれを発行するときに、なぜ発行を許したんですか。この自分が責任者

じゃないならば、これを発行するのを止めるべきじゃないでしょうか。これ

は総代さんを通じてですね、読みたくても読みたくなくてもみんなに配られ

るわけですよね。それで本当に、私は大事にとっていますよ。私は経済効果

も、自分の町にはあれだから算出していないとか、起業者じゃないのでその

ことも掴めていないとかっていうのは無責任じゃないでしょうか。川原の人

達がどういう気持ちでこの４０年間を過ごされていると思いますか。そした

らですね、答えられる経済とか洪水のこととかは答えないにしても、例えば

三番目の石木ダムの工事はですよ２８年度の末には完成をさせなくちゃいけ

ないというふうに工程表ではなっているんですよね。２５年度に着工しない

と、これはもうできあがらないわけですよ。そしたらそこの土地、付替道路

の工事さえ進んでいないわけですよね。工事さえ進んでいない土地の付替道

路の予定地の中にはですね、県道の３,１７０ｍのうちの２２％の７１０ｍ、

それから町道の木場線の１,７００ｍのうちの５８％、９３０ｍは、反対地権

者の方達の未買収のものです。これも県とか佐世保市が、どうぞ勝手にこの

方達との話合いをやってくださいということで、川棚町は一切関わらないん

ですか。 

町    長  お答えします。まず先程の水の輪の記事の内容ですが、７４号

については、今手元にありませんのでどういった記事か分かりませんが、そ

の記事の内容を知らないという発言は致しておりません。ただ発行責任者で

ないので、それについては私の立場で答えることはできないと、こう発言致

しております。久保田議員、思い込みでのちょっと質問というのは止めてい

ただきたいと思います。 

  次に、①のですね、本町の経済効果はという質問の中でですね、町では算

出していないという答弁を致しましたが、そもそもダムの建設というのはで

すよ、地元に経済効果があるから建設をしましょうと、そういったもんじゃ

ないと私は思いますよ。なんでそういった質問が今なされるんですかと私は

思います。 

  それから、用地取得に川棚町がどう関わっていくかという質問をいただき

ましたが、これについては起業者から説明を受けておりませんし、相談も受

けておりませんので、これも答えることはできません。以上でございます。 
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１４番久保田  発行責任者ではないので、中身は詳しく分からないと、私が思

い込みで言っているようにおっしゃいますけれども、この発行責任者じゃな

くてもですよ、これを配布を許されているんですよね。配布を許されている

ならば、この中身としても、この推進派の方達のダムによる経済効果とか、

この５名の方々が言われていますということがここに載っているわけですか

ら、発行責任者ではなくても配布がなされたならば、やっぱりこれは配布し

た責任というのはあるんじゃないでしょうかね。これがこのまま町民の方達

に配られているわけですから、その中にダムによる経済効果があると書かれ

ているので、私はダムによる経済効果はどこにあるのかなというふうにお尋

ねしているわけです。そしてですね、この先程も言いましたけれども、３つ

めの未買収の土地をですね、お話し合いをなさるんでしょうから、それに起

業者が関わればそれで良いことなんですか。町は何も手立てはしないんです

か。 

町    長  まず水の輪の件ですが、配布した責任はあるんじゃないかとい

う、こういった質問がありましたけれども、これはいわゆる県の方から相談

を受けておりまして、このダムの事業につきましては、町も推進の立場をも

っておりますので、これまでも配布をしてきたところでございます。ただ、

その内容については、それはあくまでも記事の内容については、あくまでも

発行責任者のいわゆる責任であるというふうなことを申し上げておるわけで

ございます。 

  それから、③の用地取得にどう関わっていくかということについては、ま

だ今事業認定の手続きが進行中であります。久保田議員は１００％強制収用

につながるというような認識のもとで質問なさっておりますので、私はそう

いう立場じゃございませんから、したがいまして、先程のような答弁をした

わけでございます。 

１４番久保田  では、強制収用にもしなるようなことが起きた場合は、町長は

どのような態度をとられますか。私達も強制収用なんか絶対あってはならな

いことだと思いますし、私はダム建設は、造るべきではないと思っておりま

す。だけども、本当にそうなった場合ですね、この継続を認めているわけで

すから国は、そういうふうになった場合はどういう立場をとられますか。私

が先程読み上げました前町長の覚書というのは、ずっと生きるんですか。継
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承されていくんでしょうか。 

町    長  お答え致します。もしもの場合での対応については、お答えで

きません。前町長の覚書については、それは以前交わされた公文書であれば

尊重されるべきと、このように考えます。 

１４番久保田   この石木ダムの建設がですね、私も先程読み上げましたよう

に、歪曲化してでも造らなければならない、何が何でも造らなければならな

いように起業者はやってきているわけですね。そこに対して、私達の町の町

長がですね、町民の方達の代弁者になってくれないというのは、私は大変悲

しいと思います。というのはですね、その長崎新聞の中にも示されておりま

したように、人口はずっと減り続けているわけですから、本当にダムがいる

のかいらないのか立ち戻って白紙から考える。そこまで勇気を持ってお願い

したいんです。それと、この平成７年の９月議会でしたかね、出捐金を出す、

出さない、いくらいるか、いくら出すか、出さないかという議事録があるん

ですけれども、やはりあの、この基金を出すにあたってですね、もっと自分

達の意見が出せるように基金を出そうじゃないかということで、当時はもっ

と何億という試算がなされているみたいですけれども、当時、この時には１

回３千万円が出されて、その後にまた３千万円が出されて出捐金が今６千万

円になっていると思うんですけれども、やはりですね、最初の石木ダムの計

画の、最初の発端はなんだったんでしょうか。今多くのことがですね、人口

が減るにも関わらず、大きな水需要の予測が立てられたりですねしておりま

すし、その第三者委員会の中には、もう８人の委員のメンバーの中には推進

の方が３、４人入っていらっしゃる。そういう中で進められようとしており

ますので、とにかく振り回されない、本当の事実に目を向けてもらいたいと

思います。この理事長をなさっている人、古賀さんというんですかね、商工

会議所のこの方達も推進メンバーですから、そういう人達の意見ではなくて、

水のことを知ってらっしゃる人達の意見の中で出たことを真摯に受けとめて

やってもらいたいと思います。 

  まずですね、私が言いたいのは、どんなことがあっても憲法で守られてい

る人権があるということですよ。１３条にしても、２２にしても、２９条に

しても、住む権利もあるし、財産を奪ってはいけない、それを侵してはいけ

ないということなんです。そういうことを絶対に守らなくてはいけないとい
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うふうに思いますけれども、その憲法上の１３戸の人達に対する考え方はど

うでしょうか。 

町    長  お答えします。まずあの、古賀さんというのは佐世保市の問題

ですかね。これについては答弁は差し控えたいと思います。  

  それから今議員からは、地権者の、反対されている地権者の人権といいま

しょうか、財産権といいましょうか、これについては例えば財産権につきま

しては、議員がおっしゃいましたように憲法第２９条でそれは侵してはなら

ないと、このように定められておりますので、そういったことは憲法で定め

られておることについては尊重しなければならないと、このように考えてお

ります。 

１４番久保田  とにかく地権者の方達の憲法で守られた保障をですね、どんな

ことがあっても守っていただきたいと思います。 

  そして５つ目に書いております「石木ダムの上流の方に住んでおられる方

の生活の対策をどう考えているか」ということなんですけれども、今の状態

でコミュニティバスができそうもありません。すると、まずダムができたと

するならば、上流と下流に分断されてしまうようになります。今までですね、

子ども達は学校に通う時に、川原の方達があそこにお住まいになって、そし

て子ども達を見守って下さって通って、安全に安心して通ってきたと思うん

です。そしたら、あそこにダムがもしできた場合、若い人達は子ども達のこ

とを考えれば、あそこから出て行くだろうと、これは木場の人達が話された

実際の話です。そしたら自分達年寄りだけが残って、あそこは限界集落にな

ってしまう心配があると、それはどういうふうに考えられますか。  

議    長  ここで時間延長を致します。 

１４番久保田   そこにお住まいのお年寄りの人達を孤立させてもよろしいん

でしょうか。 

町    長  お答え致します。予定地の上流というのは、木場地区を指して

おっしゃっているんですね。 

  実は、木場地区につきましては、これまで振興策としてはテレビ共同受信

アンテナ施設とか、あるいは公民館の建て替えなどを実施をしておりまして、

そしてまた町とも定期的に振興についての意見交換会を実施を致しておりま

す。平成２２年にはですね、木場地区振興対策検討委員会というのが、これ
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は総代さん以下、役員さんの構成でですねできておりまして、仮設水道から

簡易水道への移行手続きであるとか、あるいは県道嬉野川棚線についての改

良計画についても、そういった地元の意見を聞いて県の方では改良計画が今

検討されているようでございます。以上でございます。 

１４番久保田  今上げられたものは、建物とか設備とか、そういうものであっ

て、このことが生活には欠かせないものでもあるかもしれませんが、これが

交流につながるかと言えばそうでしょうか。買い物に行くとか、病院に行く

とか、そういう人との交流、これは生活がこれで少し潤うということは考え

られますが、それ以外にやっぱり人の交流というのは、人と人との関わりと

いう対面的なこととかですね、そういうことから孤立するということだって

考えられますが、そういう面はどうなんでしょうか。家から出かけていくこ

とができなくなるとか、そういう人達も出てくるんじゃないでしょうか、高

齢者ばかりの世帯になれば。公民館があっても、その簡易水道が仮設水道が

簡易水道になったり、そういうことにはなったとしても、それだから生活は

潤うというふうにはならないと思うんですけれども。 

町    長  いわゆる木場地区に限らず、町内全域にわたって、周辺地域に

は今後そういった状況が発生するかもしれません。そういったことがないよ

うに、あるいはそれをそういったことがもしあった場合には、それに対する

対応をしなければいけませんので、例えば、先程言いましたように木場地区

においては総代さんを中心とされた委員会が組織をしておりますので、その

中に町も入って今後対策を講じていくということをしております。これは町

内全体にそういったことは言えるのではないかと思います。そういったこと

で、以前、バス路線があったところを対象として、コミュニティバスの構築

を考えてきましたけれども、現状では地形的な問題、あるいは既存のバス路

線の問題等々がございまして実現には至りませんでしたが、その代替策と致

しまして、一つはタクシーを無料で、タクシーの一部助成をしようという制

度を新たに創設をする予定でございますので、これはまた当初予算の審議の

折に、いろいろご議論をいただきたいと思います。以上でございます。  

１４番久保田  まずですね、先程私が挨拶の中で言いましたけれども、その東

日本大震災の時にもクローズアップはされなかったけども、藤沼ダムという

のが決壊したわけですよね。決壊して８人の方が亡くなられたという事実が
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あります。もしあそこに石木ダムができたとして、そしてその下には石木小

学校があるわけです。防災の避難場所にも指定されているわけですよね。そ

ういうところが、今あの天候に異変があるというか、地球全体がおかしいよ

うな状況になっていてですね、本当にダムが人を守るか、そしてその利水、

治水を言い続けられておりますが、本当に町長は町民のあそこの地権者の方

達の、１３戸の方達のためを、立場に立って意見を述べていただきたいと思

います。佐世保市は佐世保市が考えれば良いことですよ。基地とか、自衛隊

とか、最初の予定とは全然違いますよ。あれは針尾工業団地ができることが

目的で、それと人口の増加によって利水を求められてきたんですよ。だけど

も針尾団地はハウステンボスに代わり、あそこは自分達で水は巡回して使っ

ております。本当に人口は減っていて、需要を大きく見積もってまで造らな

ければならないダム、それから治水にしてもあのときの１９９０何年でした

かね、その時の平成７年の洪水も中組の浸水も、あれは内水によるものです

よ。 

議    長  久保田議員、時間であります。 

議    長  時間になりましたので、これで一般質問を終了致します。  

 

議    長  通告者の質問が終了致しましたので、これで一般質問を終わり

ます。以上を持ちまして、本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散

会致します。ご起立願います。お疲れ様でした。 

 


